
近
世
京
都
に
お
け
る
町
入
用
節
減
令
と
町
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ト木

晋

嘆

門
要
約
】
　
町
入
用
と
は
、
家
持
町
人
が
所
持
屋
敷
の
規
模
に
応
じ
て
支
出
す
る
町
の
運
営
費
で
あ
る
が
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
は
貨
幣
経
済
の
進
展
と
町

内
の
公
共
業
務
の
増
大
に
よ
っ
て
そ
の
負
担
額
は
年
々
増
加
し
て
い
た
。
幕
府
は
、
町
入
用
の
増
加
に
よ
っ
て
そ
れ
を
負
担
す
る
家
持
町
人
の
経
営
圧
追

を
懸
念
し
て
、
そ
の
節
減
を
命
じ
る
町
入
用
節
滅
令
を
繰
り
返
し
出
し
た
。
こ
う
し
た
町
入
用
節
減
令
は
、
家
持
町
人
の
自
治
に
よ
る
町
役
の
遂
行
を
前

提
に
し
て
町
入
用
の
節
減
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
幕
府
の
期
待
通
り
に
町
役
の
貨
幣
化
と
代
理
化
は
止
ま
ら
ず
、
町
入
用
節
減
令
は
そ

の
変
容
を
迫
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
寛
政
期
に
な
る
と
、
町
側
の
町
入
用
節
減
を
誘
導
す
る
た
め
、
町
人
の
負
担
軽
減
を
伴
う
実
質
的
な
対
応

策
を
提
示
す
る
な
ど
、
町
入
用
の
節
減
政
策
の
変
化
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
政
策
変
化
は
、
町
役
の
貨
幣
化
に
よ
っ
て
町
が
負
担
す
る
治
安
や
火
消
な
ど

の
公
共
業
務
の
経
済
的
費
用
が
増
加
す
る
に
つ
れ
、
秩
序
維
持
な
ど
に
必
要
な
最
小
限
の
公
共
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
の
措
置
で
あ
っ
た
。

だ
と
す
れ
ば
、
町
入
用
節
減
令
は
、
単
に
論
理
の
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
の
経
費
節
減
策
に
留
ま
ら
ず
、
都
市
支
配
の
安
定
策
と
し
て
の
意

味
を
持
っ
て
い
た
と
も
醤
え
る
だ
ろ
う
。

　
～
方
、
町
側
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
町
入
用
節
滅
令
は
行
政
経
費
の
手
根
を
求
め
る
町
中
の
要
求
に
符
合
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
法
令
が
出

さ
れ
る
と
、
多
く
の
町
は
町
式
目
の
制
定
・
改
定
を
行
っ
て
そ
の
費
用
節
減
に
乗
り
出
し
た
。
そ
し
て
、
町
式
欝
の
な
か
に
は
、
家
持
町
人
だ
け
で
は
な

く
、
彼
ら
と
雇
用
関
係
を
結
ん
で
い
る
手
代
や
小
者
の
日
常
生
活
ま
で
倹
約
や
節
減
を
要
求
す
る
項
目
が
多
く
確
認
さ
れ
る
。
即
ち
、
町
入
用
節
減
令
の

発
令
を
契
機
に
多
く
の
町
式
目
の
制
定
・
改
定
が
行
わ
れ
、
倹
約
や
節
減
の
愚
計
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
の
は
、
家
業
経
営
者
と
し
て
の
性
格
を
強
め

て
い
た
家
持
町
人
の
利
害
を
町
が
代
弁
し
、
そ
れ
を
町
式
目
に
反
映
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
史
林
八
七
巻
三
号
　
二
〇
〇
四
年
五
月
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①

　
町
入
用
と
は
、
家
持
町
人
が
所
持
屋
敷
の
規
模
に
応
じ
て
支
出
す
る
町
の
運
営
費
で
あ
る
が
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
は
貨
幣
経
済
の
進
展
と

町
内
の
公
共
業
務
の
増
大
に
よ
っ
て
そ
の
負
担
額
は
年
々
増
加
し
て
い
た
。
幕
府
は
、
町
入
用
の
増
加
に
よ
っ
て
そ
れ
を
負
担
す
る
家
持
町
人

の
経
営
圧
迫
を
懸
念
し
て
、
そ
の
節
減
を
命
じ
る
町
触
（
以
下
、
町
入
用
節
二
上
と
す
る
）
を
繰
り
返
し
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
町
側
は
町

入
用
節
減
令
の
発
令
の
際
に
町
式
目
の
制
定
・
改
定
を
行
い
、
諸
祝
儀
銀
な
ど
の
規
定
を
整
備
・
改
定
し
た
。

　
従
来
の
近
世
都
市
研
究
に
は
町
共
同
体
論
の
立
場
か
ら
の
研
究
と
、
都
市
住
民
論
の
立
場
か
ら
の
研
究
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
、
町
式
目
は
、

主
に
共
同
体
と
し
て
の
町
の
自
律
性
を
示
す
史
料
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
、
幕
府
の
町
入
用
制
限
令

の
影
響
を
受
け
て
、
町
式
目
の
性
格
変
化
が
予
測
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
具
体
的
に
分
析
す
る
研
究
は
、
寛
政
期
の
大
坂
町
方
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

配
策
を
扱
っ
た
安
国
良
一
の
研
究
を
除
く
と
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
町
入
用
節
減
令
と
そ
の
関
わ
り

が
あ
る
町
式
目
の
項
目
を
比
較
・
検
討
し
て
、
町
入
用
の
節
倹
と
い
う
幕
府
側
の
都
市
政
策
（
目
倹
約
政
策
）
に
対
す
る
町
営
の
対
応
を
具
体

的
に
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
い
。

　
し
か
し
、
近
世
都
市
の
町
式
目
は
そ
の
成
立
時
期
に
相
違
が
あ
っ
て
、
江
戸
や
大
坂
で
は
近
世
前
期
の
町
式
目
に
か
か
わ
る
史
料
が
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
京
都
で
は
近
世
前
期
の
町
式
目
に
か
か
わ
る
史
料
が
多
く
残
存
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
京
都
の
町
式
目
は
、
本

来
個
別
町
の
町
法
と
い
う
性
格
を
持
つ
町
式
目
が
幕
府
の
都
市
政
策
の
影
響
を
受
け
て
如
何
に
変
容
し
た
か
を
考
察
す
る
上
で
、
適
切
な
素
材

　
　
　
　
③

と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
こ
こ
で
は
京
都
を
主
た
る
分
析
対
象
と
し
、
次
の
三
点
に
注
目
し
て
研
究
を
進
め
た
い
。
ま
ず
、
第
一
は

一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
初
期
に
わ
た
る
時
期
の
町
入
用
帳
の
実
態
を
調
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
七
世
紀
半
ば
以
来
、
毎
年
増
加
し
た
と

言
わ
れ
る
町
入
用
の
収
入
と
支
出
の
項
目
を
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
町
入
用
の
増
加
を
も
た
ら
し
た
要
因
を
明
ら
か
に
し
、
当

該
期
に
お
け
る
都
市
社
会
の
変
動
の
様
子
を
検
討
し
た
い
。
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第
二
は
、
幕
府
の
町
入
用
節
減
令
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
る
。
享
保
期
以
降
、
都
市
社
会
の
安
定
と
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
都
市
支
配
策

と
し
て
発
令
さ
れ
た
町
入
用
節
減
令
は
、
都
市
社
会
の
変
容
に
対
応
し
た
形
で
の
変
化
が
窺
わ
れ
、
単
に
家
屋
敷
売
買
や
相
続
・
婚
礼
な
ど
の

際
に
町
中
が
出
す
諸
祝
儀
銀
の
制
限
を
命
じ
る
に
留
ま
ら
ず
、
次
第
に
年
寄
役
銀
の
制
限
や
番
所
の
減
少
な
ど
、
町
中
の
役
負
担
を
軽
減
さ
せ

る
た
め
の
具
体
的
な
節
減
策
を
指
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
町
入
用
節
減
令
の
変
化
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
幕
府
の
都
市
政
策
の
変
化
を
考
察

す
る
上
で
重
要
な
作
業
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
は
、
町
入
用
節
減
令
の
影
響
を
受
け
て
制
定
・
改
定
さ
れ
た
町
式
目
の
項
目
を
旦
ハ
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
享
保
期
以
降
に
制

定
・
改
定
さ
れ
た
町
式
目
は
幕
府
の
倹
約
令
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
り
、
町
中
の
合
議
の
下
で
「
倹
約
」
を
生
活
規
範
と
し
て
強
調
し
た
り

す
る
内
容
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
町
式
目
の
「
倹
約
」
項
目
の
内
容
と
特
徴
を
検
討
し
、
町
式
目
の
制
定
・
改
定
を
主
導
的
に
行
っ

た
家
持
町
人
が
「
倹
約
」
項
目
を
取
り
入
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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①
菅
原
憲
二
は
、
①
町
の
成
り
立
ち
、
運
営
、
維
持
に
必
要
な
経
費
で
構
成
さ
れ

　
る
狭
義
の
も
の
と
、
②
そ
れ
に
加
え
て
権
力
側
か
ら
賦
課
さ
れ
る
様
々
な
役
負
担

　
を
含
む
広
義
の
も
の
に
、
町
入
用
を
分
類
し
た
（
「
近
世
初
期
の
町
と
町
入
用

　
i
天
正
～
寛
永
期
・
窟
都
冷
泉
町
を
中
心
に
一
」
（
京
都
町
触
研
究
会
編

　
『
京
都
町
触
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
、
三
＝
一
頁
）
。
京
都
の
町
入
用

　
に
関
す
る
菅
原
憲
二
の
研
究
は
町
入
用
を
本
格
的
に
取
り
上
げ
た
最
近
の
成
果
で

　
あ
り
、
筆
者
も
同
様
の
作
業
を
試
み
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
参
考
に
広
義
の
概
念

　
と
し
て
町
入
用
を
分
析
し
た
こ
と
を
、
予
め
、
記
し
て
お
く
。

②
安
国
良
一
「
寛
政
改
革
派
の
大
坂
町
方
支
配
」
（
『
日
本
史
研
究
ご
二
七
、
一

　
九
八
○
）
、
　
下
説
九
～
七
～
一
頁
。

③
京
都
の
町
式
目
を
利
用
し
た
研
究
と
し
て
は
、
安
国
良
一
「
近
世
京
都
の
町
と

　
家
屋
敷
所
持
」
（
『
日
本
史
研
究
㎞
二
八
三
、
一
九
八
六
）
と
宇
佐
美
英
機
「
近
世

　
都
市
の
権
力
と
公
事
訴
訟
」
（
『
日
本
史
研
究
福
二
八
三
、
一
九
八
六
）
、
そ
し
て
、

　
田
口
泰
久
「
近
世
前
期
京
都
の
町
の
変
容
－
町
式
目
を
中
心
に
一
」
（
有
坂

　
隆
道
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
日
本
文
化
史
論
集
”
有
坂
隆
遵
先
生
古
稀
記
念
』
同

　
朋
舎
出
版
、
一
九
九
一
）
、
同
「
町
式
目
に
み
る
大
坂
・
京
の
町
運
営
」
（
咽
大
阪

　
の
歴
史
』
四
三
、
～
九
九
四
）
、
横
田
冬
彦
「
京
都
町
式
目
に
つ
い
て
の
断
章
」

　
（
『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』
一
七
、
二
〇
〇
〇
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
　
近
世
前
期
の
町
入
用
の
増
加

最
初
に
、
近
世
初
期
の
町
財
政
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
京
都
の
町
式
目
と
し
て
、
そ
の
作
成
年
代
が
も
っ
と
も
古
い
と
言
わ
れ
る
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冷
泉
町
の
定
（
天
正
～
三
年
・
一
五
八
五
）
は
、

　
　
一
、
家
の
か
い
て
よ
り
分
一
出
へ
き
事

　
　
一
、
み
し
ら
れ
五
十
疋
申
へ
き
事

　
　
一
、
あ
ゆ
酒
出
可
申
也

　
　
　
　
　
①

と
な
っ
て
お
り
、
家
売
買
に
関
す
る
西
経
や
祝
儀
の
規
定
を
そ
の
内
容
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
初
期
の
個
別
町
は
家
屋
敷
の
売
買

や
相
続
、
祝
儀
の
際
に
支
払
う
諸
祝
儀
銀
を
町
式
目
に
規
定
し
、
そ
れ
を
町
の
収
入
に
し
た
。
な
か
で
も
、
当
時
の
町
財
政
の
中
心
を
占
め
た

の
は
、
家
屋
敷
売
買
の
際
の
諸
祝
儀
銀
で
あ
っ
た
。
祝
儀
銀
の
項
目
は
町
に
よ
り
若
干
の
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
大
体
、
分
～
銀
と
振
舞
銭
、

官
途
（
鳥
帽
子
着
）
、
年
寄
・
用
人
銭
、
置
銭
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
た
（
【
表
罫
）
。

　
こ
う
し
た
諸
祝
儀
銀
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
分
一
銀
は
、
家
屋
敷
を
購
入
す
る
際
、
そ
の
購
入
者
が
家
の
取
得
費
の

～
○
分
の
一
を
町
に
出
す
も
の
で
あ
る
。
近
世
初
期
に
お
い
て
は
、
町
に
よ
っ
て
そ
の
比
率
に
異
な
る
場
合
が
あ
り
、
下
本
能
寺
前
町
で
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

○
貫
文
に
つ
き
五
〇
〇
文
を
町
へ
出
す
場
合
も
あ
っ
た
が
、
大
体
は
一
〇
分
の
一
で
あ
っ
た
。
続
い
て
官
途
や
烏
帽
子
着
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

本
来
、
町
内
で
成
人
し
た
男
子
を
町
衆
へ
披
露
す
る
儀
式
の
こ
と
で
、
新
し
く
町
立
す
る
人
を
祝
い
町
中
に
紹
介
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
が
、

そ
の
際
の
出
銀
は
町
に
納
め
ら
れ
た
。
次
は
、
年
寄
や
用
人
へ
の
礼
銀
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
規
定
は
、
慶
長
一
八
（
～
六
一
三
）

年
六
月
の
堀
之
内
町
や
慶
長
二
〇
年
六
月
の
西
方
寺
町
の
町
式
目
に
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
町
の
代
表
者
・
責
任
者
と
し
て
年
寄
役
の
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

任
が
必
要
と
な
り
、
明
暦
二
年
目
一
六
五
六
）
所
司
代
牧
野
親
成
の
指
示
に
よ
っ
て
町
内
の
相
当
な
指
導
力
を
持
つ
人
物
が
町
年
寄
に
選
出
さ

れ
る
に
つ
れ
、
年
寄
役
の
礼
銀
を
町
式
目
に
定
め
る
個
別
町
の
数
が
増
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
町
内
の
用
事
や
会
所
の
雑
務
な
ど
を
処
理
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

質
入
を
町
側
が
採
用
す
る
に
つ
れ
、
給
銀
と
し
て
用
人
の
礼
銀
を
定
め
る
の
も
一
般
的
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
礼
意
は
、
一
旦
、
町
入
用
に
記

入
さ
れ
て
か
ら
本
人
た
ち
に
支
払
わ
れ
た
。
そ
の
他
、
町
に
よ
っ
て
は
置
銭
な
ど
の
出
銀
項
目
を
置
い
て
、
会
所
や
木
戸
な
ど
の
よ
う
な
町
の

公
共
設
備
の
維
持
・
補
修
の
経
費
と
し
た
。
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【表一】近世前期における京都の家屋敷売買の諸祝儀銀

作成年代 町　　名 町式目名 分一銀 年寄 用人 置銭 官途（入道） 烏帽子着 粥之銀 顔見せ 振　　　舞

慶長ユ0（1605）．10 衣棚町 法度 ○ ユ0（3） 30 100匁に付き3匁

慶長18（1613）．6 堀之内町 相定町儀之帳 ○ 5 lG 3 10

慶長20（1615）．6 西方寺町 当町家之売買銀子出申事 ○ 5 10 5 30

寛永13（1636）．10 中之町 町中式目 ○ 30 10 86 129

覧永19（16壊2）．9 菊鞘町 町内式目思事 ○ ユ2．9 3 310 50

慶安2（1649）．9 足袋屋町 式目之覚 ○ 5 2 5 吸物靖 1樽3肴 ユ50

囚ツ角屋伴分）

明暦2（ユ656）．7 突抜町

i衣棚突抜町）

当町式目 他町 4．3 8．6 3莱2
謔R酒

129

町衆 5 20 ユ0 86

明暦2（1656）．7 塩屋町 相定法度工事 ○ 10 5 36 43

万治2（1659）．5 清和院町 町中定之事 他州（○） 43 5 1汁3菜

町衆（X） 3Q 3 lQ 1⑪ 10

寛文3（1663）．6 長刀鉾町 定 ○ 20 5 7 10 1－2貫に3枚・肴

Q－4貫に4枚・肴

S－5貫に5枚・肴

寛文7（1667）．2 町頭町 町中法度之覚 ○ 20 10 5 ！0 一貫目にIOO匁

＊但し，銀1枚は銀43匁に，銀1両は銀4．3匁に換算して衰記。

＊衣棚町の「法度」は依棚町文書』（京都大学文学部古文書室架蔵）から，長刀鉾町の「定」は「長刀鉾町式目について」（京都女子大学史学会，

　『二二」一七・一八史学科創立十周年記念号，一九六〇）から，足袋屋町の「式目之覚」は「塩屋町文書」（『資料館紀要」一三，京都府立総合資料

館，一九八五）から引用した。そして，その他の町式Bは掠都町式目集成丑（京都市歴史資料館，一九九九）を参照した。

（O

ﾌう
Bっ）

寸
寸



近世京都における町入用節減令と町（朴）

　
そ
し
て
、
一
部
の
町
で
は
町
式
目
に
規
定
さ
れ
た
出
銀
項
目
の
他
、
会
所
の
家
賃
や
勝
訴
銀
の
利
子
な
ど
の
収
入
を
得
て
町
財
政
を
賄
っ
て

い
る
例
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
三
条
衣
棚
町
の
町
入
用
帳
で
あ
る
「
萬
帳
」
に
よ
る
と
、
三
条
衣
棚
町
で
は
月
に
＝
二
匁
、
年
間
一
五
六
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
会
所
家
賃
収
入
を
得
て
お
り
、
冷
泉
町
東
側
の
「
大
福
帳
」
（
寛
文
六
年
・
一
六
六
六
～
元
禄
六
年
・
｝
六
九
三
）
に
よ
る
と
、
冷
泉
町
東
側
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

町
磁
器
を
町
中
に
貸
出
し
て
月
○
・
八
％
の
利
子
収
入
を
得
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
初
期
の
個
別
町
は
、
家
屋
敷
の
売
買
や
祝
儀
な
ど

の
際
の
諸
祝
儀
銀
を
主
な
収
入
源
と
し
て
い
た
が
、
経
済
力
の
あ
る
一
部
の
町
で
は
会
所
家
賃
や
町
預
銀
の
利
子
な
ど
の
副
収
入
を
得
て
町
財

政
に
充
て
て
い
た
。

　
し
か
し
、
一
七
世
紀
末
以
降
に
な
る
と
、
祝
儀
銀
だ
け
で
は
町
財
政
を
賄
う
こ
と
が
で
き
ず
、
町
中
か
ら
の
「
く
ぐ
り
銀
」
、
す
な
わ
ち
、

集
銀
を
徴
収
す
る
町
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
冷
泉
町
の
町
入
用
帳
を
分
析
し
て
当
面
の
課
題
で
あ
る
～
七
世
紀
後
半
以
降
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

個
別
町
の
財
政
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
に
東
・
西
側
が
合
併
し
て
両
側
町
に
な
っ
た
冷
泉
町
で
は
、
そ
れ
以
前
は

東
・
西
側
が
別
々
に
町
財
政
を
運
営
し
、
町
入
用
帳
を
作
成
し
て
き
た
。
な
か
で
も
、
舷
側
は
一
六
世
紀
末
か
ら
～
七
世
紀
に
か
け
て
幾
つ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
町
入
用
帳
を
残
し
て
い
る
た
め
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
か
ら
宝
永
五
年
（
～
七
〇
七
）
ま
で
一
貫
し
て
町
入
用
の
記
録
が
得
ら
れ
、
当
該

期
に
お
け
る
個
別
町
の
財
政
の
変
化
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
東
側
の
老
入
用
言
を
検
討
す
る
。

　
収
入
の
面
を
見
た
場
合
、
寛
文
六
年
以
前
の
町
入
用
帳
（
慶
長
＝
葦
・
一
六
〇
七
～
慶
安
元
年
・
一
六
四
八
）
と
そ
れ
以
降
の
町
入
用
帳
で
は
、

分
一
銀
の
処
理
方
法
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
分
一
銀
は
、
慶
安
元
年
で
は
町
の
収
入
と
し
て
扱
わ
れ
、
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
寛
文
六
年
に
な

る
と
、
軒
役
を
基
準
に
し
て
町
中
へ
分
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
寛
文
七
年
の
「
大
福
帳
」
で
は
、
大
津
屋
長
左
衛
門
が
家

屋
敷
を
購
入
す
る
際
に
八
0
0
匁
の
分
一
銀
と
四
三
〇
匁
の
振
舞
銀
、
五
〇
匁
の
烏
帽
子
銀
を
合
わ
せ
て
＝
一
八
○
匁
を
出
し
た
が
、
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

町
役
を
勤
め
る
二
六
軒
に
分
配
さ
れ
、
一
軒
当
た
り
に
四
九
匁
ず
つ
配
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
分
一
銀
の
処
理
方
法
の
転
換
に
つ
い
て
、

菅
原
憲
二
は
、
近
世
初
期
以
後
、
新
た
に
町
へ
入
り
込
ん
だ
町
人
達
が
従
来
の
宿
老
・
月
行
事
の
下
で
運
営
さ
れ
る
町
入
用
の
あ
り
方
に
反
対

し
、
そ
の
公
正
な
運
用
を
求
め
た
結
果
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
即
ち
、
分
一
銀
の
処
理
方
法
が
変
化
し
た
理
由
と
し
て
、
町
政
運
営
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⑧

に
関
わ
る
成
員
の
政
治
的
能
力
の
向
上
を
挙
げ
て
い
る
。
町
構
成
員
の
政
治
的
参
加
の
結
果
に
よ
り
分
一
銀
の
処
理
方
法
が
転
換
し
た
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
充
分
な
検
討
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
町
財
政
の
相
当
な
部
分
を
占
め
る
分
一
銀
を
町
中
に
分
配
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
町
が
薪
た
な
収
入
源
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
冷
泉
町
の
町
入
用
帳
で
あ
る
「
大
福
帳
」
で
は
、
寛
文
六
年
に
町
中
か
ら
町
運
営
に
関
わ
る
費
用
を
軒
数
に
分
け
て
徴
収
す
る
「
く
ぐ
り

銀
」
の
記
録
が
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
町
の
収
入
源
と
し
て
毎
年
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
以
降
の
こ
と
で

あ
る
。
「
く
ぐ
り
銀
」
を
徴
収
す
る
以
前
に
、
町
の
収
入
源
で
あ
っ
た
町
預
銀
は
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
の
二
三
四
三
匁
を
最
高
額
に
、

年
々
減
り
続
け
、
貞
享
元
年
六
月
の
町
入
用
で
は
一
八
九
匁
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
分
一
銀
が
町
中
に
分
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

町
知
事
の
利
子
や
祝
儀
銀
だ
け
で
町
財
政
を
賄
う
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
町
預
銀
の
元
金
を
支
出
し
て
、
そ
の
残
高
を
減
少
さ
せ
た
た
め
と

思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
貞
享
元
年
以
降
、
町
の
南
・
北
龍
の
門
の
修
築
費
用
を
賄
う
た
め
に
「
く
ぐ
り
銀
」
を
徴
収
し
て
か
ら
、
冷
泉
町
の

町
財
政
は
町
中
か
ら
「
く
ぐ
り
銀
」
を
徴
収
し
て
賄
う
構
造
に
転
換
し
た
。

　
次
に
、
「
く
ぐ
り
銀
」
を
中
心
と
す
る
町
財
政
が
成
立
し
て
か
ら
の
町
入
用
の
支
出
変
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
冷
泉
町
で
は
六
月
と
＝

月
の
年
二
回
、
そ
の
収
入
と
支
出
を
決
済
し
、
「
大
福
帳
」
に
記
録
し
て
い
た
。
門
表
二
】
は
、
町
中
か
ら
「
く
ぐ
り
銀
」
を
徴
収
し
始
め
る
貞

享
元
年
（
～
六
八
四
）
か
ら
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
ま
で
の
約
二
四
年
間
の
町
入
用
の
中
か
ら
、
毎
年
の
総
収
入
額
と
「
く
ぐ
り
銀
」
の
金
額
、

一
軒
当
り
の
「
く
ぐ
り
銀
」
、
そ
し
て
、
「
く
ぐ
り
銀
」
の
徴
収
が
急
増
し
た
当
該
年
の
主
な
支
出
項
目
を
記
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
く
ぐ
り
銀
」
の
総
額
と
一
年
当
た
り
の
徴
収
額
が
年
々
増
加
す
る
傾
向
が
確
認
で
き
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
町
の
惣
収
入
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
で
「
く
ぐ
り
銀
」
が
占
め
る
割
合
は
、
殆
ど
の
年
で
九
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
る
。
宝
永
二
年
以
降
、
惣
収
入
の
な
か
で
「
く
ぐ
り
銀
」
の

占
め
る
割
合
が
低
く
な
っ
た
の
は
、
元
禄
一
五
年
（
｝
七
〇
二
）
に
町
中
の
井
筒
屋
文
左
衛
門
の
債
務
返
済
の
か
わ
り
に
町
が
文
左
衛
門
の
屋

敷
を
八
貫
目
で
買
い
上
げ
、
そ
れ
を
宝
永
二
年
閏
四
月
か
ら
賃
貸
し
て
月
に
四
一
・
六
匁
、
年
間
五
〇
〇
匁
の
収
入
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
に
そ

の
理
由
が
あ
る
。
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近世京都における町入用節減令と町（朴）

　　　　　　　【表二】　大福帳（東側、貞享元年［1684］11月～宝永5年［1708］）

年　　度 惣収入 くぐり金（％） ～軒当り 比　　　　　較

象貞享ユ（ユ684）．！1 420 420 ユ00 15． 北・南門の入用（226．925）

2（1685）。 227 168 74 6．

3（！686）． 248．8 238 95．6 8．5

4（1687）． 301．75 258．6 85．7 10．2 会所普請と会所屋根代（84．375）

元禄1（1688）。 l187．68 1178．8 99 42．1 中溝湊え代（100）・町造の土砂石入用

i649．67）

2（1689）， 265．25 259．56 97．8 9．45

3（1690）． 628．9 618．8 98．4 22．1 大津屋長次郎出入の件（179．4）／捨子

i120．5）

4（エ691）． 245．27 238 97 8．5

5（ユ692）． 638．5 299．6 47 10．6

6（1693）． 1279．95 1268．4 99 45．3 北の門普請・会所の崖根（485．05）／井簡

齦ｶ左衛門出入の件（290．45）／中溝湊

ｦ代（185）

7（1694）． 423．8 42L4 99．4 15．5

8（1695）。 371．5 291．5 78．5 10．41

9（1696）． 42L4 400．4 95 ユ4．3

10（1697）． 487．6 463．4 95 16．55

1！（1698）。 764．3 54L8 70．9 19．35

12（1699）． 818。ユ 810．4 99 28．95

ユ3（！700）． 841．3 779．8 92．7 27．85 井筒屋文左衛門出入の件（ユ15．6）

14（1701）． 691．66 688．8 99．6 24．6

15（1702）． 918．55 676 73．6 24 井筒屋文左衛門出入の件（197．3）

16（1703）． 2150．85 886 41．2 34．1 井筒屋文左衛門出入の件（59。35）

宝永1（1704）． 721．55 517．4 71．7 19．9

2（1705）．6 953．43 234 24．5
9
，

3（1706）． 2251．5 825．22 36．6 3L73

4（ユ707）． 2253．9 975 43 37．5

事5（1708）．6 1505．63 102ユ，492 67．8 39，288

＊貞享元年は下半期から記録されており，宝永五年は下半期の出銀記録を欠落している。
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【表三】冷泉町の町入用支出高

年　　度 支出高 経　　　常　　　　費

領主礼 町人足役 宗教 祭礼 給　　銀 番銭 公共経費 ％

貞享2（1685，東側） 21篠．55 51．8 69．ユ 5 町代：ユ3．2／

p人：10

69．49

元禄9（1696，東側） 419．08 52．08 57．95 5 町代：14，6／

p人：10

ユ08 4．36 60．ユ3

享保10（ユ725） 1280，833 79．45 28．25 72．65 ll．25 町代：14．6／

p人：560／年

�F86

57．07 26．22 73．04

＊金額は全て銀に換算して表記（銭150文＝銀2．18匁）。

　
次
に
【
表
三
】
を
見
る
。
こ
れ
は
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
・
元
禄
九
年
（
～
六
九
六
）
・
享
保
一

〇
年
（
一
七
二
五
）
の
町
入
用
帳
か
ら
、
毎
年
恒
常
的
に
支
出
さ
れ
る
項
目
（
経
常
費
）
の
内
容
と
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

出
額
の
変
動
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
年
の
町
入
用
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
変
動
が
大

き
い
の
は
毛
脚
と
給
銀
、
公
共
経
費
の
増
加
で
あ
る
。
で
は
、
ま
ず
、
番
銭
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
近
世
前
期
の
京
都
の
番
は
、
自
身
番
を
原
則
と
し
、
夜
番
は
町
人
が
輪
番
で
勤
め
る
こ
と
を
主
と

す
る
が
、
非
常
時
以
外
は
町
抱
え
で
あ
る
用
人
に
委
ね
て
お
り
、
さ
ら
に
火
災
な
ど
の
非
常
時
の
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
、
臨
時
に
番
人
を
雇
っ
て
町
の
警
備
を
強
化
す
る
体
制
を
と
っ
て
い
た
。
冷
泉
町
の
町
入
用
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

豊
臣
秀
頼
死
後
の
不
安
定
な
政
治
状
況
下
で
夜
番
の
強
化
を
命
じ
る
京
都
所
司
代
の
指
示
に
よ
っ
て
、

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
か
ら
同
七
年
ま
で
番
人
を
雇
用
し
た
の
で
手
銭
の
支
出
が
急
増
し
た
。
し

か
し
、
そ
れ
以
降
の
番
銭
の
支
出
は
、
毎
年
に
一
匁
か
ら
九
匁
の
間
に
止
ま
っ
て
お
り
、
冷
泉
町
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

番
体
制
は
自
身
番
を
勤
め
る
家
持
町
人
と
町
抱
え
の
用
人
を
中
心
に
運
営
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
元
禄
七
年
か
ら
番
銭
の
支
給
（
月
に
銀
九
匁
、
年
間
一
〇
八
匁
）
が
恒
常
的
に
記
さ
れ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

り
、
番
体
制
の
変
化
が
窺
え
る
。
元
禄
期
の
番
体
制
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
将
軍
綱
吉
の
生
類
憐
れ

み
政
策
の
一
つ
で
あ
る
捨
子
禁
止
令
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
、
捨
子
防
止
の
た
め
の
番
体
制
の
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

化
が
奉
行
所
か
ら
指
示
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
と
も
か
く
、
元
禄
期
の
冷
泉
町
は
、

こ
う
し
た
動
向
に
対
応
し
て
、
従
来
の
自
身
番
体
制
か
ら
番
新
の
支
給
に
よ
る
新
た
な
番
体
制
の
転

換
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
吉
田
伸
之
は
、
近
世
初
期
の
町
人
数
と
屋
敷
数
、
半
数
が
～
致
す
る
段
階
か
ら
、
商
品
経
済
の
進

展
に
よ
っ
て
町
人
の
没
落
や
新
興
商
人
資
本
の
登
場
が
起
こ
り
、
町
人
数
と
係
数
の
乖
離
現
象
が
起
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近世京都における町入用節減令と町（朴）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

き
始
め
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
を
冷
泉
町
東
側
に
つ
い
て
み
る
と
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
一
八
人
で
あ
る
町
人
数
は
、
同
一
五

年
（
｝
七
〇
二
）
に
は
　
七
人
、
正
徳
四
年
（
　
七
～
四
）
に
は
一
六
人
、
享
保
　
八
（
～
七
三
三
）
年
に
は
一
二
人
ま
で
減
少
し
て
い
た
。
こ
う

し
た
状
況
の
な
か
で
、
冷
泉
町
で
は
、
夜
番
体
制
の
強
化
が
命
じ
ら
れ
た
元
禄
七
年
以
降
、
家
持
町
人
に
よ
る
自
身
番
の
運
営
は
次
第
に
難
し

く
な
り
、
夜
番
を
勤
め
る
家
持
町
人
の
家
業
経
営
の
支
障
を
避
け
る
た
め
に
町
内
外
の
下
層
町
人
や
借
屋
な
ど
を
番
人
に
雇
用
し
、
そ
の
賃
金

を
町
入
用
で
支
給
す
る
体
制
に
転
換
し
た
。

　
そ
し
て
、
元
禄
九
年
（
　
六
九
六
）
の
町
入
用
で
は
、
公
共
経
費
の
増
加
が
注
目
さ
れ
る
。
冷
泉
町
で
は
町
の
警
備
や
火
災
な
ど
に
必
要
な

施
設
の
整
備
や
補
修
が
行
わ
れ
、
定
期
的
に
番
屋
と
会
所
の
修
築
・
改
築
費
、
南
北
の
門
や
周
辺
道
路
の
整
備
費
用
な
ど
を
町
入
用
か
ら
支
払

っ
て
い
た
（
門
表
二
】
参
考
）
。
し
か
し
、
都
市
公
共
領
域
の
拡
大
に
伴
っ
て
個
別
町
が
負
担
す
る
公
共
経
費
が
年
々
増
加
し
、
例
え
ば
、
元
禄

八
年
下
半
期
か
ら
は
町
の
南
門
車
賃
と
し
て
銭
二
〇
〇
文
（
翌
年
か
ら
一
五
〇
文
）
を
恒
常
的
に
支
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
翌
元
禄
九
年

に
は
北
手
洗
賃
一
五
〇
文
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
、
南
・
北
門
洗
賃
と
し
て
毎
年
銭
三
〇
〇
文
を
款
た
に
町
入
用
で
負
担
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　
次
に
、
享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
）
の
町
入
用
で
は
、
用
人
と
年
寄
役
の
給
銀
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
支
出
額
が
多
い
も

の
は
用
入
の
給
銀
で
あ
り
、
そ
の
金
額
と
割
合
は
銀
五
六
〇
匁
で
全
支
出
高
の
四
三
・
七
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
無

給
に
等
し
い
形
で
勤
め
ら
れ
て
き
た
年
寄
役
に
つ
い
て
も
給
銀
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
家
持
町
人
の
名
誉
職
と
し
て
運
営
さ
れ
て
き
た

年
寄
役
と
い
う
町
役
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。
年
寄
役
な
ど
の
町
役
の
貨
幣
化
と
代
理
化
に
つ
い
て
は
、
次
の
章
で
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に

す
る
。

　
以
上
、
京
都
の
冷
泉
町
の
町
入
用
帳
を
中
心
に
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
～
八
世
紀
初
期
に
わ
た
る
町
入
用
の
収
入
と
支
出
の
項
目
の
変
化
に

つ
い
て
検
討
し
た
。
冷
泉
町
で
は
、
町
中
か
ら
の
「
く
ぐ
り
銀
」
の
徴
収
を
恒
常
化
し
て
以
来
、
そ
の
総
額
と
一
軒
当
た
り
の
徴
収
額
は
年
々

増
加
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
都
市
の
公
共
領
域
の
拡
大
に
伴
っ
て
町
が
負
担
す
る
新
た
な
費
用
が
増
加
し
た
こ
と
や
、
今
ま
で
家
持
町
人
の
無
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給
労
働
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
き
た
番
役
や
年
寄
役
な
ど
の
町
役
の
貨
幣
化
や
代
理
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

近
世
中
期
の
京
都
は
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
公
共
的
業
務
に
伴
う
負
担
の
増
加
に
よ
っ
て
町
入
用
が
増
加
す
る
と
い
う
新
た
な
問
題
に
直
面
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
0

よ
う
に
な
り
、
幕
府
側
は
こ
れ
に
対
応
す
る
都
市
政
策
の
展
開
を
墨
描
れ
て
い
た
。

①
京
都
冷
泉
町
文
省
研
究
会
編
咽
京
都
冷
泉
町
文
書
睡
第
一
巻
（
思
文
閣
出
版
、

　
一
九
九
一
）
、
文
書
番
号
二
。
以
下
㎎
冷
泉
町
文
書
U
　
1
二
の
ご
と
く
略
記
す

　
る
。

②
秋
山
国
三
は
一
〇
分
の
一
と
い
う
比
率
に
つ
い
て
、
「
荘
園
領
主
支
配
下
の
洛

　
中
の
町
で
、
町
居
住
者
よ
り
領
主
へ
貢
納
し
た
費
用
と
同
率
で
あ
っ
て
、
家
売
買

　
税
的
な
も
の
の
納
入
対
象
が
荘
園
領
主
か
ら
近
世
［
町
］
そ
の
も
の
に
移
行
し
て

　
い
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
」
が
あ
る
と
し
、
分
～
銀
の
徴
収
を
近
世
初
期
に
お
け

　
る
町
の
自
立
盤
を
示
す
～
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
秋
山
国
三
・
仲
村
研
㎎
京
都

　
「
町
」
の
研
究
幅
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
五
、
三
＝
頁
）
。

③
鎌
田
道
隆
「
町
の
成
立
と
町
規
則
」
（
京
都
町
触
研
究
会
編
㎎
京
都
町
触
の
研

　
究
睡
山
石
蛮
書
一
店
、
　
【
九
九
六
）
、
二
九
九
頁
。

④
京
都
町
触
研
究
会
編
㎎
京
都
町
触
集
成
』
別
巻
二
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
）

　
文
轡
番
号
鰯
〇
六
・
四
　
○
。
以
下
『
京
都
町
触
集
成
門
別
二
一
四
〇
六
・
四
一

　
〇
の
ご
と
く
略
記
す
る
。

⑤
近
世
前
期
の
町
用
人
の
成
立
に
つ
い
て
は
菅
原
憲
二
の
研
究
（
h
近
世
京
都
の

　
町
と
用
人
」
［
高
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
編
㎎
日
本
都
市
史
入
門
　
皿
』
東
京
大
学

　
出
版
会
、
一
九
九
〇
］
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
近
世
前
期
の
用
人
の
収
入
に
つ
い

　
て
若
干
雷
及
し
て
い
る
。

⑥
『
衣
棚
町
文
害
輪
（
京
都
大
学
文
学
部
古
文
書
室
架
蔵
の
写
真
帳
）
。

⑦
隅
冷
泉
町
文
書
隔
一
i
五
一
。

⑧
冷
泉
町
の
町
入
用
を
利
用
す
る
研
究
は
吉
田
仰
之
「
近
世
前
期
の
町
と
町
人
扁

　
（
五
味
文
彦
・
吉
田
仲
之
編
『
都
市
と
商
人
・
芸
能
民
申
世
か
ら
近
世
へ
臨
山
川

　
出
版
社
、
一
九
九
三
）
、
菅
原
憲
二
「
近
世
初
期
町
入
用
に
関
す
る
一
考
察
－

　
京
都
冷
泉
町
を
中
心
に
一
」
（
『
千
葉
大
学
人
文
研
究
”
人
文
学
部
紀
要
輪
一
一
四
、

　
…
九
九
五
）
、
同
「
近
世
初
期
の
町
と
町
入
用
－
天
正
～
寛
永
期
・
京
都
冷
泉

　
町
を
中
心
に
1
扁
（
京
都
町
触
研
究
会
編
噸
京
都
町
触
の
研
究
㎞
岩
波
心
馳
、

　
一
九
九
六
）
が
あ
る
。
な
か
で
も
菅
原
憲
二
の
研
究
は
本
格
的
に
町
入
用
帳
を
分

　
凝
し
て
近
世
初
期
の
町
財
政
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
一

　
八
世
紀
以
降
の
町
入
用
に
つ
い
て
は
若
干
の
言
及
を
行
っ
た
に
止
ま
っ
て
い
る
。

⑨
東
側
は
全
五
目
の
「
大
福
帳
」
（
①
天
正
一
〇
年
～
慶
長
～
二
年
前
冷
泉
町
文

　
書
』
｝
一
二
②
慶
長
＝
奪
～
寛
永
七
年
［
『
冷
泉
町
文
書
』
一
⊥
三
］
③

　
寛
永
一
九
年
～
慶
安
一
年
隅
冷
泉
町
文
審
』
一
－
三
九
］
④
寛
文
六
年
～
元
禄

　
六
年
［
『
冷
泉
町
文
轡
㎞
一
…
五
四
］
⑤
元
禄
七
年
～
宝
永
五
年
［
『
冷
泉
町
文

　
書
㎞
　
一
一
六
二
）
を
残
し
て
い
る
。

⑩
『
冷
泉
町
文
書
』
～
1
五
四
。

⑪
菅
原
憲
二
、
前
掲
注
⑧
（
一
九
九
五
）
論
文
、
六
三
頁
。

⑫
町
中
に
分
配
さ
れ
る
家
屋
敷
売
買
の
分
一
銀
を
名
曲
上
の
町
の
収
入
と
し
て
記

　
録
し
た
元
禄
五
二
五
・
一
六
年
を
除
い
て
、
も
っ
と
も
そ
の
割
合
が
少
な
か
っ

　
た
一
7
5
禄
一
～
年
の
七
〇
・
九
％
を
下
限
に
し
て
い
た
。

⑬
分
類
項
目
と
し
て
は
、
領
主
礼
、
町
入
足
役
、
宗
教
、
祭
礼
、
給
銀
、
馬
銭
、

　
行
政
経
費
を
設
定
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
菅
原
憲
二
は
享
保
九

　
年
の
冷
泉
町
の
町
入
用
を
分
析
す
る
際
、
領
主
礼
、
町
人
足
役
、
宗
教
、
祭
礼
、

　
給
銀
、
番
銭
を
項
目
と
し
て
設
定
し
、
近
世
中
期
以
降
の
町
入
用
を
検
討
し
た

　
（
菅
原
憲
二
、
前
掲
注
⑧
（
一
九
九
五
）
論
文
）
。
筆
者
は
、
こ
の
分
類
方
式
が
、



　
一
八
世
紀
を
通
じ
て
変
化
す
る
町
入
用
の
内
容
を
分
析
す
る
う
え
で
、
な
お
、
有

　
効
な
も
の
と
考
え
、
項
冨
を
設
定
し
た
。
た
だ
、
若
干
異
な
る
点
に
つ
い
て
説
明

　
す
る
と
、
新
た
に
設
定
し
た
公
共
経
費
の
項
目
は
町
の
公
共
機
能
を
維
持
す
る
た

　
め
に
町
中
が
負
担
す
る
諸
施
設
経
費
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
町
代
へ
の

　
祝
儀
銀
は
町
抱
え
で
あ
る
罵
人
の
給
銀
と
同
一
の
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
便
宜

　
上
、
先
行
研
究
に
従
っ
て
給
銀
に
入
れ
た
。

⑭
菅
原
憲
二
、
前
掲
注
⑤
論
文
。

⑮
『
京
都
町
触
集
成
隔
別
ニ
ー
二
七
五
二
毛
六
・
二
八
五
。

⑯
菅
原
憲
二
、
前
掲
注
⑤
論
文
、
七
三
～
七
九
頁
。

⑰
番
銭
の
支
給
記
事
は
既
に
元
禄
五
年
と
六
年
目
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
井

　
筒
羅
文
左
衛
門
の
債
務
を
め
ぐ
る
出
入
の
際
に
町
預
け
を
命
じ
ら
れ
て
町
か
ら
払

　
わ
れ
た
「
番
や
と
い
ち
ん
」
で
あ
る
か
ら
、
番
銭
と
は
言
え
、
翌
年
か
ら
の
夜
番

　
賃
と
は
異
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。

⑱
菅
原
憲
二
、
葡
掲
注
⑤
論
文
、
八
一
頁
。

⑲
吉
田
伸
之
、
前
掲
注
⑧
論
文
。

二
　
享
保
期
の
町
入
用
節
減
令

近世京都における町入用節減令と町（朴）

　
こ
こ
で
は
、
町
入
用
の
増
加
に
対
し
て
、
幕
府
が
如
何
に
対
応
し
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
奉
行
所
は
家
持
町
人
の
負
担
に
な
る
祝
儀
や

町
入
用
の
出
銀
に
つ
い
て
早
く
か
ら
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
に
介
入
し
て
い
た
。
京
都
で
は
、
寛
文
一
〇
年
（
＝
田
干
〇
）
に
家
屋
敷
売
買
の
祝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

儀
銀
と
振
舞
銀
な
ど
を
制
限
す
る
触
が
発
令
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
「
於
京
都
町
中
従
前
々
家
屋
敷
売
買
之
時
十
分
一
型
井
町
振
舞
又
老
振
舞
鴨

脚
露
出
之
、
其
外
需
に
も
彼
是
町
中
へ
悪
銀
多
諸
人
令
難
儀
族
有
之
由
」
と
さ
れ
、
家
屋
敷
売
買
の
際
に
掛
け
ら
れ
る
過
重
な
外
銀
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

諸
人
の
「
難
儀
」
を
発
令
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
確
か
に
京
都
の
「
分
～
銀
」
は
江
戸
の
五
〇
分
の
一
に
比
べ
て
も
、
そ
の
出
銀
歯
が

多
額
だ
っ
た
の
で
、
家
屋
敷
を
買
得
す
る
町
人
は
多
額
の
出
前
に
苦
し
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
触
は
長
刀
鉾
町
の
町
式
目
で
あ
る
「
式

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

目
」
や
塩
屋
町
の
「
町
中
諸
事
控
」
な
ど
に
見
ら
れ
、
ま
た
、
塩
屋
町
で
は
、
そ
の
際
に
町
式
目
の
改
定
を
行
っ
て
分
一
銀
の
割
合
を
一
〇
分

の
一
か
ら
二
〇
分
の
一
に
変
更
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
寛
文
一
〇
年
以
降
、
「
分
～
銀
」
の
比
率
が
家
屋
敷
代
金
の
二
〇

分
の
一
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
触
は
過
分
な
祝
儀
銀
に
対
し
て
不
満
を
持
っ
て
い
た
町
人
の
要
求
を
あ
る
程
度
反
映
し
た
も
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
は
、
家
屋
敷
売
買
の
祝
儀
と
振
舞
銀
を
棚
面
す
る
内
容
と
訴
訟
の
出
頭
人
を
制
限
す
る
項
目
を
置
い
て
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⑤

「
諸
人
訴
訟
又
者
対
決
之
節
、
論
人
双
方
之
外
奉
行
所
江
不
可
来
候
」
と
定
め
、
訴
訟
の
際
の
出
頭
人
を
事
件
当
事
者
に
制
限
す
る
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

公
事
宿
で
の
振
舞
と
見
廻
り
の
禁
止
を
指
示
し
た
。
当
時
の
訴
訟
は
、
事
件
当
事
者
だ
け
で
は
な
く
同
町
の
町
人
が
多
数
出
頭
し
た
り
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
裁
判
に
要
す
る
全
て
の
経
費
を
町
が
負
担
す
る
の
が
慣
習
で
あ
っ
た
た
め
、
訴
訟
の
費
用
は
町
入
用
の
相
当
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
よ
っ
て
町
人
の
問
に
商
売
や
負
債
な
ど
を
め
ぐ
る
出
入
が
頻
繁
に
発
生
す
る
よ
う
に
な
り
、
町
が
負
担
す
る
訴

訟
の
支
出
額
も
増
加
す
る
に
つ
れ
、
奉
行
所
側
は
町
入
用
の
な
か
で
も
重
い
負
担
と
な
る
訴
訟
の
費
用
を
抑
え
る
た
め
、
訴
訟
の
際
の
出
頭
人

や
公
事
宿
で
の
振
舞
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
家
屋
敷
売
買
と
公
事
訴
訟
の
際
の
祝
儀
を
制
限
す
る
内
容
は
、
元
禄
…
○
年
の
触
や

元
禄
一
三
年
の
触
で
も
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
さ
ら
に
、
奉
行
所
は
、
享
保
八
年
（
一
七
工
三
）
七
月
に
は
、
個
別
町
に
お
け
る
祝
儀
銀
と
町
入
用
の
出
銀
額
を
具
体
的
に
調
べ
、
同
年
一

〇
月
に
「
惣
町
中
申
渡
之
書
付
」
の
触
を
出
し
て
祝
儀
銀
と
町
入
用
の
節
減
を
指
示
し
た
。
こ
こ
で
は
、
「
右
風
趣
者
、
前
々
よ
り
申
付
候
儀

二
而
、
町
々
～
等
二
可
有
之
処
、
年
寄
五
人
組
之
も
の
三
韓
二
申
合
、
相
撃
り
候
外
二
様
々
之
名
を
付
、
内
々
二
而
も
金
銀
を
取
候
町
も
有
之

　
　
　
　
　
　
　
⑨

由
相
聞
江
平
」
と
し
、
従
来
通
り
祝
儀
や
町
入
用
の
出
血
を
制
限
す
る
と
と
も
に
、
町
入
用
の
増
加
が
町
役
人
の
不
正
な
徴
収
に
よ
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

あ
る
と
の
認
識
を
示
し
て
、
町
側
に
町
入
用
の
節
減
を
求
め
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
奉
行
所
側
の
対
応
に
は
、
当
該
期
の
江
戸
市
政
改
革
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下
、
そ
の
点
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
享
保
六
年
九
月
、
江
戸
町
奉
行
所
は
、
町
政
の
事
務
を
処
理
す
る
町
代
の
不
正
に
よ
っ
て
不
要
な
町
入
用
が
拠
出
さ
れ
て
い

た
と
し
て
、
町
代
を
廃
止
し
、
こ
れ
ま
で
町
代
が
取
り
扱
っ
て
い
た
町
入
用
の
徴
収
を
名
主
に
担
当
さ
せ
、
そ
の
節
減
に
つ
と
め
る
こ
と
を
命

じ
た
。
そ
し
て
、
翌
年
の
四
月
に
は
、
名
主
の
な
か
で
も
必
要
以
上
に
町
入
用
を
徴
収
す
る
も
の
が
い
る
と
し
て
、
名
主
の
人
数
の
新
設
を
停

止
す
る
と
と
も
に
、
現
在
名
主
を
勤
め
る
者
の
う
ち
、
な
く
な
る
者
が
発
生
す
る
場
合
、
隣
町
の
名
主
が
跡
を
継
ぐ
よ
う
命
じ
て
い
る
。
奉
行

所
の
措
置
に
対
し
て
、
名
主
側
は
、
組
合
を
立
て
る
こ
と
、
互
い
に
申
し
合
わ
せ
て
町
入
用
を
懸
け
な
い
こ
と
を
誓
っ
て
、
名
主
の
新
規
増
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
停
止
す
る
措
置
を
撤
閉
す
る
よ
う
奉
行
所
に
嘆
願
し
た
。
奉
行
所
は
こ
れ
を
許
し
た
が
、
そ
の
際
に
出
し
た
触
で
は
、
「
近
年
町
中
諸
入
用
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近世京都における町入用節減令と町（朴）

多
ク
相
掛
り
、
屋
敷
売
買
之
節
も
、
缶
石
肇
先
年
相
春
曇
分
量
6
過
分
差
出
さ
せ
、
其
上
非
分
之
名
主
も
有
之
、
不
将
成
入
用
共
多
ク
町
中
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

面
掛
候
由
相
聞
候
」
と
述
べ
、
名
主
の
不
正
に
よ
る
不
用
な
町
入
用
の
徴
収
が
家
持
町
人
の
負
担
を
増
や
す
原
因
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
奉
行
所
側
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
名
主
組
合
の
立
会
の
下
で
町
費
の
会
計
調
査
を
行
う
こ
と
で
、

名
主
の
不
正
支
出
を
無
く
し
、
町
入
用
の
節
減
を
期
待
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
江
戸
の
市
政
改
革
は
京
都
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
先
に
述
べ
た

よ
う
な
京
都
町
奉
行
所
の
対
応
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
話
を
享
保
八
年
の
町
入
用
節
減
令
に
戻
す
。
こ
の
法
令
で
は
、
町
政
に
お
け
る
町
中
の
積
極
的
な
参
加
を
呼
び
掛
け
、
年
寄
・
五
人
組
役
が

担
当
す
る
町
入
用
の
算
用
に
対
す
る
調
査
を
彼
ら
に
求
め
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
享
保
期
に
お
け
る
京
都
の
市
政
改
革
は
、
町
代
と
年
寄
役
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

役
人
化
や
軒
役
の
改
正
を
中
心
に
議
論
さ
れ
、
個
別
町
の
レ
ベ
ル
ま
で
行
政
側
の
支
配
力
が
浸
透
し
、
強
化
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
市
政
改
革
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
、
増
加
し
た
公
共
業
務
の
殆
ど
は
、
個
別
町
に
お
け
る
家
持
町
人
の
自
治
能
力
を
前
提
に
し
て
、
町
役
負

担
の
形
で
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
具
体
的
に
言
え
ば
、
京
都
町
奉
行
所
は
家
持
町
人
の
町
役
で
あ
る
年
寄
役
を
重
視
す
る
政
策
を
行
い
、
火
災
時
の
仕
事
や
木
戸
・
番
所
の
管

理
、
町
内
帯
刀
人
改
、
商
売
人
改
な
ど
、
個
別
町
の
管
理
に
関
す
る
公
共
業
務
は
勿
論
、
前
代
ま
で
町
代
の
仕
事
で
あ
っ
た
公
事
訴
訟
の
付
添

人
役
ま
で
年
寄
役
に
担
当
さ
せ
て
、
事
実
上
の
町
の
管
理
者
・
責
任
者
と
し
て
彼
ら
を
位
置
付
け
た
。
そ
し
て
、
年
寄
役
の
任
期
を
三
年
に
定

め
て
、
特
定
人
物
に
よ
る
長
期
間
の
町
政
運
営
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
あ
く
ま
で
も
年
寄
役
を
担
当
す
る
家
持
町
人
の
町

政
へ
の
自
発
的
な
参
加
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
奉
行
所
側
は
、
年
寄
役
の
権
限
強
化
を
通
じ
て
個
別
町
の
レ
ベ
ル
ま
で
民
政
を
浸
透

さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
享
保
五
・
六
年
、
江
戸
で
の
大
火
後
に
そ
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
消
防
組
織
に
お
い
て
も
、
家
持
町
入
の
自
治
に
強
く
依
存
す
る

体
制
を
整
備
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
京
都
の
消
防
は
、
「
近
畿
～
、
二
万
石
の
大
名
よ
り
一
名
宛
、
毎
年
三
月
・
九
月
を
交
代
期
と
し
て
、
家
臣

と
共
に
火
消
屋
敷
に
常
住
し
万
一
を
警
戒
し
、
険
悪
に
て
は
町
夫
人
足
を
雇
い
置
き
出
火
時
に
備
え
」
、
出
火
の
時
は
「
二
、
三
町
四
方
よ
り
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町
役
が
町
用
人
及
び
人
足
を
指
揮
し
て
火
元
に
馳
せ
つ
け
、
常
火
消
と
協
力
し
て
消
防
に
つ
と
め
、
他
の
町
々
は
人
足
を
召
集
し
当
局
の
指
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
持
つ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
町
夫
人
足
の
怠
慢
な
ど
が
問
題
と
な
っ
て
、
享
保
七
年
常
火
消
を
廃
止
し
、
ま
た
、
「
遠
所
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

雇
人
」
の
町
夫
に
代
え
て
、
「
家
主
又
ハ
手
代
下
人
」
又
は
「
下
人
無
之
も
の
山
盛
や
ノ
も
の
ヲ
雇
」
う
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
た
措
置
を
み

る
限
り
、
奉
行
所
側
は
家
持
町
人
の
町
役
負
担
に
よ
る
消
防
組
織
が
「
遠
所
6
雇
人
」
と
い
う
雇
用
労
働
よ
り
、
消
火
活
動
に
積
極
的
に
取
り

組
む
と
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
先
述
し
た
享
保
八
年
の
町
入
用
節
減
令
を
再
考
す
る
と
、
そ
の
第
六
条
で
は
「
輝
々
木
戸
普
請
、
溝
普
請
、
会
所
修
復
等
之
類
、

年
寄
五
人
与
斗
之
申
合
二
而
申
付
問
里
離
、
町
中
へ
も
相
談
之
上
相
極
普
請
可
致
候
、
右
二
中
限
、
惣
而
町
之
歯
入
用
勘
定
請
払
之
義
ハ
年
寄

五
人
与
拝
町
中
へ
も
申
合
、
町
中
得
心
之
上
、
町
中
6
も
立
合
候
而
可
延
勘
定
候
、
若
違
乱
之
義
有
之
、
年
寄
五
人
与
非
分
こ
お
る
て
ハ
、
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

事
二
可
申
付
候
事
」
と
し
、
同
量
が
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
木
戸
や
溝
、
会
所
な
ど
の
入
用
に
つ
い
て
、
年
寄
・
五
人
組
役
だ
け
の
算
用
で
は

な
く
、
町
中
に
相
談
し
て
き
め
る
こ
と
と
、
そ
の
勘
定
を
町
中
の
立
ち
会
い
の
元
で
行
う
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
奉
行
所
は
町
中

の
合
議
と
い
う
町
共
同
体
が
持
つ
本
来
の
自
治
的
性
格
を
強
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
町
入
用
の
常
時
監
視
体
制
を
整
え
、
町
財
政
の
管
理
を
担

当
し
て
い
る
町
役
人
の
不
正
を
防
ご
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
、
行
政
側
は
元
々
町
中
の
自
治
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
町
の
運
営
費
、
即
ち
、
町
入
用
に
関
与
し
て
、
そ
の
軽
減
を
求
め
よ
う

と
し
た
の
か
。
恐
ら
く
、
奉
行
所
は
町
入
用
の
増
加
に
よ
る
家
屋
敷
売
買
価
格
の
下
落
を
懸
念
し
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

禄
；
一
年
（
一
七
〇
〇
）
の
触
に
は
「
其
品
替
出
銀
草
取
朝
潮
理
念
之
族
有
之
由
相
聞
不
届
候
」
と
し
、
過
分
な
町
入
用
の
徴
収
が
家
屋
敷
売

買
を
妨
げ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
奉
行
所
が
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
の
触
で
は
「
家
屋
敷
買
得
之

節
、
無
用
之
出
銀
為
差
出
申
間
敷
旨
（
中
略
）
、
然
ル
上
者
右
之
外
柳
二
而
も
出
銀
致
さ
せ
申
間
敷
候
、
懸
り
物
多
ク
候
而
者
売
家
直
段
引
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

り
、
売
払
候
も
の
之
身
分
凝
集
義
之
事
二
候
」
、
即
ち
、
町
入
用
の
増
大
が
拠
出
者
で
あ
る
家
持
町
人
の
負
担
を
増
や
し
、
そ
れ
が
家
屋
敷
の

売
買
を
妨
げ
る
原
因
と
な
っ
て
家
屋
敷
の
売
買
価
格
を
下
げ
、
結
果
的
に
家
屋
敷
を
経
営
基
盤
と
す
る
家
持
町
人
の
生
活
を
圧
号
す
る
こ
と
を
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懸
念
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
享
保
八
年
の
町
入
用
節
減
令
は
、
貨
幣
経
済
の
進
展
と
町
内
の
公
共
業
務
の
増
大
に
よ
る
町
入
用
の
増
加
と
い
う
新
た
な
都

市
問
題
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
奉
行
所
側
は
、
町
政
を
担
当
す
る
町
役
人
の
不
正
に
よ
っ
て
町
入
用
が
増
加
す

る
と
い
う
認
識
を
持
ち
、
彼
等
の
不
正
を
防
ぐ
た
め
町
中
の
立
ち
会
い
で
勘
定
を
行
っ
て
町
入
用
の
常
時
監
視
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
町
入
用
の
節
減
を
期
待
し
た
。
そ
れ
以
降
、
町
入
用
節
減
令
は
都
市
支
配
の
基
本
政
策
と
し
て
発
令
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
過
重
な
町
入
用
の

徴
収
が
家
持
町
人
の
負
担
を
増
や
し
、
家
屋
敷
の
売
買
価
を
下
落
さ
せ
、
結
果
的
に
は
都
市
経
済
の
沈
滞
を
招
く
と
い
う
行
政
側
の
恐
れ
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
醤
え
る
だ
ろ
う
。

　
①
『
京
都
町
触
集
成
臨
別
二
…
四
九
五
。
　
　
　
　
　
　
　
⑧
（
一
九
九
六
）
論
文
、
三
＝
貢
）
。

　
②
吉
原
健
一
郎
噸
江
戸
の
町
役
人
睡
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
○
）
一
〇
二
・
一
　
　
⑪
中
部
よ
し
子
「
享
保
の
市
政
改
革
」
（
時
野
谷
勝
教
授
二
宮
記
念
事
業
会
編

　
　
〇
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
日
本
史
論
集
飯
清
文
堂
、
一
九
七
五
）
。

　
③
京
都
女
子
大
学
史
学
会
「
長
刀
鉾
町
式
昌
に
つ
い
て
扁
（
㎎
史
窓
』
一
七
・
一
八
、
　
⑫
『
江
芦
町
触
集
成
㎞
（
近
世
史
料
研
究
会
、
塙
書
房
、
｝
九
九
五
）
四
一
五
八

　
　
中
ん
学
科
創
立
十
田
例
年
記
今
習
写
、
　
一
九
山
ハ
○
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
。

　
④
京
都
府
立
総
合
資
料
館
「
塩
屋
町
文
轡
」
（
『
資
料
館
紀
要
転
一
三
、
一
九
八
　
　
⑬
田
口
泰
久
「
享
保
期
京
都
の
民
政
に
つ
い
て
」
（
津
田
秀
夫
先
生
古
稀
記
念

　
　
五
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
編
『
封
建
社
会
と
近
代
㎞
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
九
）
。

⑤
『
京
都
町
触
集
成
㎞
一
1
＝
二
五
。

⑥
隅
京
都
町
触
集
成
駄
一
…
㎝
三
六
。

⑦
例
え
ば
、
冷
泉
町
で
は
元
禄
六
年
末
か
ら
同
一
六
年
二
月
に
か
け
て
、
町
入
の

　
文
左
衛
門
の
出
入
に
関
す
る
費
用
と
し
て
約
五
一
〇
匁
を
町
入
用
か
ら
支
出
し
て

　
い
た
（
宇
佐
美
英
機
「
近
世
都
市
の
権
力
と
公
事
訴
訟
」
噸
日
本
史
研
究
』
二
八

　
三
、
一
九
八
六
）
。

⑧
㎎
京
都
町
触
集
成
』
一
1
；
毛
七
。

⑨
噛
京
都
町
触
集
成
臨
一
一
一
四
〇
二
。

⑩
こ
の
触
は
町
役
人
の
任
期
を
定
め
る
触
と
連
動
し
て
発
令
さ
れ
た
点
か
ら
、
近

　
世
中
期
の
京
都
支
配
を
画
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
菅
原
憲
二
、
第
一
章

⑭
　
秋
山
国
三
『
近
世
京
都
町
組
発
達
難
曲
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
○
）
、
二

　
〇
～
頁
。

⑮
享
保
七
年
の
「
京
都
常
火
消
し
し
の
廃
止
と
そ
れ
以
降
の
町
火
消
し
の
鋼
度
化

　
に
つ
い
て
は
、
樋
爪
修
「
江
戸
時
代
の
京
都
町
火
消
」
（
『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀

　
泣
輪
　
一
〇
、
一
九
九
二
）
。

⑯
『
京
都
町
触
集
成
』
一
一
＝
二
二
五
。

⑰
『
京
都
町
触
集
成
臨
一
一
一
四
〇
二
。

⑱
『
京
都
町
触
集
成
臨
皿
一
二
六
七
。

⑲
『
京
都
町
触
集
成
』
四
－
一
五
五
四
。
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三
　
寛
政
期
の
町
入
用
節
減
令
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享
保
期
の
市
政
改
革
は
、
家
持
町
人
ら
が
元
々
保
持
し
て
い
た
町
運
営
の
自
治
能
力
に
依
存
し
、
彼
等
の
町
役
負
担
を
前
提
に
し
て
行
わ
れ

た
こ
と
は
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
享
保
期
以
降
、
年
寄
や
五
人
組
に
委
ね
ら
れ
、
運
営
さ
れ
る
べ
き
町
の
公
共
業
務
が
増
大
し
、

そ
の
役
を
担
当
す
る
家
持
町
人
の
能
力
を
超
え
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
小
路
田
泰
直
は
、
町
役
人
の
行
う
公
共
業
務
は
「
町
年
寄
や
五
人
組
だ
け
で
は
な
く
家
持
層
全
体
の
名
誉
職
自
治
に
か
か
わ
る

も
の
」
で
あ
る
が
、
「
治
安
・
衛
生
・
消
防
等
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
近
世
の
都
市
社
会
が
必
要
と
す
る
公
共
業
務
の
質
と
量
は
、
町
人
の
名
誉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

職
自
治
の
限
界
を
超
え
て
い
た
」
と
い
う
。
氏
は
、
一
八
世
紀
半
ば
以
後
、
公
共
業
務
の
負
担
が
「
人
を
雇
う
た
め
の
貨
幣
に
よ
る
負
担
に
転

化
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
家
持
町
人
層
の
関
心
は
経
費
節
減
に
傾
き
、
必
要
な
量
と
質
の
人
員
の
確
保
さ
え
支
障
を
き
た
す
場
合
が
あ
っ
た
」

　
②

と
し
、
近
世
社
会
に
お
け
る
町
・
村
の
自
律
性
の
限
界
を
近
世
社
会
本
来
の
も
の
と
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
氏
の
主
張
に
は
検
討
の
余
地
が
残

さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
中
期
以
後
の
都
市
社
会
の
変
容
を
町
役
の
貨
幣
化
と
雇
用
労
働
の
採
用
を
通
じ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
享
保
期

以
後
の
町
入
用
節
減
令
の
変
容
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
指
摘
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
町
役
の
貨
幣
化
と
雇
用
労
働
の
採
用
と

い
う
新
た
な
動
向
は
、
権
力
側
の
都
市
支
配
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
近
世
中
期
以
後
、
都
市
支
配
策
の
変
容
を
迫
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
点
か
ら
、
享
保
期
以
降
の
奉
行
所
側
の
政
策
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

　
奉
行
所
は
、
享
保
八
年
以
後
も
頻
繁
に
町
入
用
節
減
令
を
命
じ
、
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
三
月
に
は
享
保
八
年
の
触
を
再
び
強
調
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

恣
意
的
に
町
入
用
を
徴
収
す
る
年
寄
や
五
人
組
に
つ
い
て
処
罰
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
、
延
享
二
年
（
～
七
四
五
）
に
な
っ
て
も
事
態

は
好
転
せ
ず
、
同
年
四
月
に
「
不
婚
之
金
銀
磐
戸
候
町
鳶
有
之
旨
粗
相
聞
」
え
て
い
る
の
で
、
町
役
の
恣
意
的
な
町
入
用
の
徴
収
を
防
ぐ
た
め

の
対
策
と
し
て
、
例
え
ば
、
「
町
々
木
戸
、
溝
、
会
所
等
修
復
豆
類
、
年
寄
五
人
組
斗
申
合
取
捌
致
間
敷
草
、
町
内
之
者
一
統
相
談
之
上
、
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

汐
留
取
斗
候
事
」
と
し
、
木
戸
や
溝
、
会
所
な
ど
の
修
復
銀
の
徴
収
を
町
中
と
の
申
し
合
わ
せ
に
よ
っ
て
決
め
る
こ
と
な
ど
を
指
示
し
た
。
そ



近世京都における町入用節減令と町（朴）

し
て
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
と
明
和
三
年
、
安
永
七
年
（
～
七
七
八
）
に
も
「
近
来
町
方
男
女
惣
而
下
々
二
巴
迄
分
限
を
相
忘
れ
、
万
事
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

付
種
々
之
物
数
寄
を
い
た
し
」
と
し
、
奢
修
の
風
潮
を
指
摘
し
た
上
で
、
町
入
用
と
諸
礼
の
節
減
を
命
じ
た
。

　
更
に
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
八
月
、
奉
行
所
は
従
来
の
町
入
用
制
限
令
を
強
化
し
て
二
〇
ヵ
条
に
及
ぶ
節
黒
条
目
を
具
体
的
に
提
示
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

そ
の
節
減
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
触
は
天
明
八
年
（
｝
七
八
八
）
の
大
火
後
の
経
済
復
興
策
と
し
て
町
入
用
の
実
質
的
な
節
減
を
誘
導
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
と
を
目
的
に
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
町
入
用
の
節
減
分
を
報
告
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
、
法
令
と
し
て
の
実
効
性
は
疑
問
視
さ
れ
る
。

し
か
し
、
以
前
と
は
異
な
る
実
質
的
な
軽
減
策
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
年
寄
役
の
役
料
に
対
す
る
措
置
な
ど
に
そ
れ

は
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
た
め
、
年
寄
役
の
給
銀
と
そ
の
規
制
策
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　
近
世
前
期
の
京
都
の
年
寄
役
は
、
正
式
の
報
酬
を
貰
う
江
戸
や
大
坂
の
年
寄
と
は
違
っ
て
、
一
個
の
名
誉
職
と
し
て
家
持
町
人
の
無
給
の
労

働
奉
仕
を
基
本
と
し
て
運
営
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
近
世
前
期
に
作
成
さ
れ
た
町
式
目
で
は
年
寄
役
の
給
銀
に
関
す
る
規
定
は

あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
家
屋
敷
売
買
と
諸
祝
儀
の
際
に
町
中
が
支
払
う
礼
銀
と
一
軒
役
の
免
除
が
報
酬
と
言
え
ば
、
報
酬
の
全
て
で
あ
り
、
そ
れ

も
年
寄
役
の
勤
務
に
対
す
る
金
銭
的
な
給
銀
で
は
な
く
、
町
の
利
益
を
代
弁
す
る
代
表
者
に
対
す
る
礼
銀
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
が
っ
て
、
近
世
前
期
に
お
い
て
京
都
の
年
寄
役
は
基
本
的
に
家
持
層
の
無
給
労
働
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
近
世
中
期
に
な
る
と
、
年
寄
役
へ
一
定
の
報
酬
を
与
え
る
町
が
次
々
現
れ
、
享
保
四
年
饅
頭
屋
町
の
「
町
内
規
定
二
十
ヶ
条
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
「
年
寄
半
季
二
丁
祝
儀
と
新
銀
壱
枚
宛
御
壱
人
え
遣
可
申
事
」
と
記
さ
れ
、
町
中
か
ら
年
寄
役
に
一
定
の
報
酬
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

　
　
　
　
⑩

確
認
さ
れ
る
。
年
寄
役
の
貨
幣
化
が
進
む
な
か
で
、
町
役
人
を
勤
め
る
形
態
に
も
変
化
が
起
き
、
町
役
人
の
代
理
化
も
進
行
し
た
。
例
え
ば
、

年
寄
役
を
担
当
す
べ
き
町
人
が
家
内
の
事
情
に
よ
っ
て
そ
れ
を
履
行
し
が
た
い
場
合
、
＝
疋
の
貨
幣
を
支
払
え
ば
、
そ
れ
を
免
除
す
る
町
が
現

れ
る
。
元
禄
～
三
年
＝
月
冷
泉
町
の
「
町
中
定
」
で
は
「
年
寄
役
之
儀
、
定
書
耳
垂
順
々
二
不
及
異
風
相
廻
し
可
申
候
、
若
病
気
ま
た
ハ
幼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

年
或
ハ
後
家
ニ
テ
役
儀
難
成
候
は
、
為
袴
代
一
軒
役
二
付
銀
子
壱
枚
つ
・
差
出
し
可
申
事
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
年
寄
役
を
履
行
し
が
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
場
合
、
「
袴
代
」
と
い
う
名
目
で
銀
子
一
枚
を
支
払
え
ば
免
除
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
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年
寄
役
の
貨
幣
化
と
代
理
化
が
進
む
な
か
、
奉
行
所
は
、
享
保
八
年
一
〇
月
の
触
に
お
い
て
「
年
寄
役
節
付
而
、
町
中
よ
り
表
立
相
帯
り
遣

し
来
書
品
ハ
、
自
今
壱
ヶ
年
二
二
百
疋
♂
銀
弐
枚
迄
限
可
遣
候
事
」
と
し
、
家
屋
敷
売
買
の
際
の
礼
銀
を
金
一
〇
〇
疋
か
ら
銀
二
枚
ま
で
に
制

限
し
た
。
こ
の
触
は
前
述
の
通
り
、
同
年
七
月
に
個
別
町
に
お
い
て
年
寄
役
に
支
払
わ
れ
る
諸
祝
儀
銀
と
家
屋
敷
売
買
礼
銀
を
具
体
的
に
調
査

し
、
そ
れ
を
基
に
し
て
発
令
し
た
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
奉
行
所
は
そ
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
、
年
寄
役
に
支
払
わ
れ
る
給
銀
を
制
限
し
、

町
入
用
の
支
出
を
抑
え
よ
う
と
し
た
と
考
烹
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
差
）

　
し
か
し
、
奉
行
所
は
年
寄
役
に
つ
い
て
「
端
々
町
々
二
よ
り
年
寄
五
人
組
共
起
非
分
之
取
斗
有
之
、
或
者
五
人
組
へ
も
不
桐
構
年
寄
壱
人
心

儘
二
明
言
、
町
中
選
言
ヶ
屋
敷
之
も
の
へ
多
分
之
懸
り
物
相
掛
ヶ
、
又
者
下
二
型
裾
野
済
義
も
却
而
出
入
を
企
候
類
有
之
下
田
」
と
、
町
入
用

の
支
出
増
加
が
年
寄
や
五
人
組
の
非
分
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
「
隠
居
、
家
督
、
養
子
弘
、
譲
り
状
、
子

（
供
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
舞
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

共
町
義
元
服
、
又
者
家
蔵
新
造
、
贋
書
諸
祝
儀
腰
付
年
寄
五
人
組
へ
金
銀
為
差
出
候
義
者
勿
論
、
振
廻
音
物
等
堅
〔
ク
〕
無
用
之
事
」
と
し
、

年
寄
役
に
対
す
る
礼
銀
を
繰
り
返
し
て
禁
止
し
た
。
何
故
な
ら
、
年
寄
役
へ
の
礼
銀
が
そ
の
費
用
の
拠
出
者
で
あ
る
家
持
町
人
の
経
済
的
な
負

担
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
、
奉
行
所
側
が
懸
念
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
奉
行
所
側
の
意
図
と
は
裏
腹
に
、
年
寄
役
の
貨
幣
化
と
代

理
化
は
、
そ
れ
以
後
も
進
ん
で
「
年
寄
役
交
代
之
時
節
難
平
致
退
役
押
而
相
勤
、
役
料
を
以
渡
世
致
シ
候
も
の
も
有
之
」
と
い
う
情
況
に
変
り

　
　
　
　
⑭

は
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
寛
政
三
年
の
町
入
用
節
減
令
で
は
、
奉
行
所
側
の
認
識
に
少
し
ず
つ
変
化
が
現
れ
る
の
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
第
一
条
で
は
雇
用
労
働
に
よ
る
年
寄
役
の
代
替
と
い
う
実
態
を
認
め
て
か
ら
、
そ
の
役
料
の
半
減
を
命
じ
て
い
る
。

　
　
　
一
、
是
迄
辛
々
年
寄
役
料
取
之
候
町
柄
も
有
之
、
失
脚
も
可
有
之
事
二
而
、
無
金
筋
こ
も
相
聞
江
会
得
共
、
左
之
ヶ
条
一
二
々
勝
手
之
筋
申
渡
候
上
者
、

　
　
　
右
二
准
シ
入
用
少
ク
可
相
成
哉
二
五
、
自
今
格
別
二
省
略
い
た
し
、
是
迄
去
来
候
役
料
半
減
こ
も
い
た
し
、
此
外
廻
儀
出
銭
等
も
猶
又
右
二
准
シ
相
減

　
　
　
候
様
可
致
候

　
こ
こ
で
は
年
寄
役
へ
の
役
料
支
払
い
を
認
め
、
「
是
迄
取
来
候
役
料
半
減
こ
も
い
た
し
」
と
し
て
、
年
寄
役
に
支
給
さ
れ
る
給
銀
の
半
減
を
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近世京都における町入用節減令と町（朴）

命
じ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
準
じ
て
諸
祝
儀
銀
も
半
減
さ
せ
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
触
は
、
家
持
町
人
層
の
自
治
に
よ
る

年
寄
役
の
履
行
と
い
う
従
来
の
町
政
運
営
の
原
則
を
放
棄
し
て
年
寄
役
の
貨
幣
化
と
代
理
化
を
容
認
す
る
上
で
の
役
料
半
減
を
命
じ
て
お
り
、

そ
の
面
で
町
役
の
貨
幣
化
と
雇
用
労
働
の
採
用
と
い
う
都
市
問
題
に
対
す
る
奉
行
所
側
の
姿
勢
変
化
が
窺
え
る
。

　
ま
た
、
こ
の
法
令
で
は
、
町
入
用
の
支
出
を
節
減
す
る
た
め
に
、
幾
つ
か
の
具
体
策
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
注
目
し
た
い
の
は
第
四
条

の
「
番
所
の
統
合
」
で
あ
る
。
番
所
と
木
戸
は
中
世
末
期
に
町
の
自
衛
の
た
め
の
施
設
と
し
て
設
け
ら
れ
た
が
、
近
世
に
は
都
市
社
会
の
治
安

維
持
を
重
視
す
る
権
力
側
の
必
要
性
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
。
京
都
で
は
、
享
保
六
年
七
月
に
、

　
　
一
、
洛
中
末
々
之
町
二
木
戸
無
之
所
有
之
由

　
　
一
、
類
焼
仕
候
木
戸
未
持
所
も
有
之
由

　
　
　
　
右
之
所
々
至
盆
後
軽
ク
も
木
戸
造
候
様
と
可
申
渡
候
事

　
⑯

と
し
、
そ
の
整
備
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
番
所
と
木
戸
の
維
持
は
、
町
内
に
居
住
す
る
家
主
と
借
家
に
賄
わ
れ
て
い
た
が
、
「
町
々
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

番
い
た
し
候
も
の
、
家
業
障
り
に
成
候
も
の
も
可
有
之
候
」
と
い
う
よ
う
に
、
夜
の
警
備
業
務
に
よ
り
翌
日
の
生
業
に
障
り
が
生
ず
る
場
合
が

あ
っ
た
た
め
、
町
内
雇
い
の
番
人
を
雇
用
し
、
そ
れ
を
代
替
す
る
町
々
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
、
番
所
と
木
戸
の
施
設
補
修
費
や
運

営
費
は
、
す
べ
て
町
入
用
で
賄
わ
れ
て
い
た
た
め
、
町
中
に
は
相
当
な
負
担
に
な
っ
て
い
た
。

　
天
明
の
大
火
後
、
奉
行
所
は
治
安
維
持
の
た
め
番
所
の
再
建
を
指
示
し
た
が
、
「
番
人
差
置
キ
候
二
付
髭
者
少
々
厳
罰
却
も
相
懸
り
、
迷
惑

可
致
筋
も
可
有
之
候
得
点
、
異
寛
町
々
盗
難
を
可
相
遁
た
め
監
事
二
候
ハ
・
、
聯
立
費
を
不
相
厭
、
番
人
無
之
町
々
ハ
可
成
た
け
如
何
様
二
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

手
軽
ク
番
小
屋
し
つ
ら
い
〔
番
人
〕
差
置
」
と
述
べ
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
再
建
は
財
政
的
な
理
由
で
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
。
こ
う
し
た
状
況
に
、
奉
行
所
は
、
「
番
入
誌
面
二
付
、
賃
銭
等
過
分
二
不
蕊
取
候
様
可
致
旨
、
早
漏
院
年
寄
共
へ
申
付
置
キ
七
三
」
と
し
、

個
別
町
に
雇
用
さ
れ
て
番
役
を
代
替
す
る
非
人
の
過
分
な
賃
銭
要
求
を
禁
止
し
て
、
町
中
の
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
さ
せ
て
番
所
の
再
建
を
促

し
た
。
し
か
し
、
な
か
な
か
効
果
が
上
が
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
寛
政
三
年
の
触
の
第
四
条
で
は
「
町
々
江
自
身
番
申
付
細
節
、
是
迄
一
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町
限
二
番
所
を
建
、
両
人
つ
・
詰
切
削
儀
二
候
得
共
、
自
然
と
軒
役
入
用
も
相
掛
り
可
申
間
、
已
来
ハ
四
辻
二
壱
ヶ
所
之
積
、
最
寄
町
場
申
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

裾
合
坐
上
可
致
候
」
と
し
、
従
来
ま
で
町
明
に
設
置
さ
れ
て
い
た
番
所
と
木
戸
を
再
整
備
し
て
「
四
辻
二
壱
ヶ
所
」
に
設
置
す
る
こ
と
を
指
示

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
番
所
と
木
戸
の
普
請
と
維
持
に
か
か
る
町
中
の
経
済
的
負
担
を
大
幅
に
軽
減
さ
せ
、
治
安
維
持
の
た
め
に
必

要
な
最
小
限
の
公
共
業
務
の
履
行
を
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
寛
政
三
年
置
触
の
第
～
○
条
で
は
、
享
保
の
市
政
改
革
以
来
、
拡
大
さ
れ
続
け
た
町
役
の
業
務
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
町
役
入
の
付

き
添
い
出
訴
願
の
業
務
を
制
限
す
る
措
置
を
取
っ
て
い
る
。
即
ち
、
付
き
添
い
出
訴
願
の
業
務
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
を
指
示
し
た
。
本
筋
か
ら

多
少
脱
線
す
る
が
、
訴
願
の
際
に
個
別
町
の
行
政
責
任
者
で
あ
る
町
年
寄
の
付
き
添
い
を
義
務
付
け
た
の
は
、
享
保
年
間
の
市
政
改
革
の
こ
と

　
　
　
⑳

で
あ
っ
た
。
奉
行
所
は
訴
訟
の
際
に
同
町
の
者
が
出
頭
し
て
、
無
用
の
出
費
が
町
入
用
か
ら
支
出
さ
れ
た
り
、
判
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
す

る
当
時
の
慣
習
を
改
善
す
る
た
め
、
出
頭
人
を
事
件
当
事
者
に
制
限
し
て
「
親
類
縁
者
詳
同
町
に
て
も
無
用
」
と
し
、
親
類
・
縁
者
な
ど
の
見

　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

舞
い
を
禁
止
し
、
町
奉
行
へ
の
願
出
の
際
に
は
、
「
其
壁
面
年
寄
同
道
二
而
夏
鳶
出
前
ハ
・
不
取
上
候
」
と
し
、
年
寄
役
の
同
行
を
義
務
付
け

た
。
し
か
し
、
こ
の
措
置
は
町
役
人
の
公
務
の
増
大
を
も
た
ら
し
て
、
奉
行
所
の
意
図
と
は
裏
腹
に
、
年
寄
や
五
人
組
の
町
役
入
は
「
家
業
の

障
り
」
に
な
る
付
き
添
い
業
務
を
三
軍
し
、
伜
や
手
代
な
ど
が
偽
っ
て
自
分
代
わ
り
に
奉
行
所
へ
罷
り
出
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か

も
、
｝
八
世
紀
半
ば
に
は
奉
行
所
の
呼
び
出
し
や
出
願
者
に
付
き
添
う
町
役
人
の
業
務
を
代
理
し
て
く
れ
る
「
代
人
」
や
「
雇
人
」
が
成
立
し

　
　
⑳

た
の
で
、
奉
行
所
は
そ
れ
を
禁
止
す
る
法
令
を
繰
り
返
し
出
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
町
役
人
の
業
務
を
代
行
し
て
「
渡
世
」
す
る
専
門
業
者
が
現
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
無
益
之
雑
費
相
掛
」
る
状
況
の
な
か
、

奉
行
所
は
寛
政
三
年
の
触
の
第
一
〇
条
で
は
町
役
の
付
き
添
い
を
①
勘
当
・
義
絶
・
縁
霧
雪
の
類
②
盗
賊
③
拾
い
物
な
ど
の
九
ヵ
項
目
に

制
限
し
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
「
諸
語
之
節
、
町
役
不
付
添
候
金
鳥
分
儀
者
各
別
、
左
も
無
之
儀
者
請
書
二
町
役
連
印
い
た
し
、
御
役
所
江
者

当
人
壱
人
馬
鐸
出
番
」
と
し
、
出
訴
願
の
際
に
町
役
人
が
付
き
添
う
こ
と
を
簡
略
化
し
て
、
町
役
人
の
多
忙
な
業
務
負
担
を
軽
減
さ
せ
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
奉
行
所
側
は
、
町
役
人
の
業
務
を
軽
減
さ
せ
て
、
そ
の
行
政
能
力
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、
付
き
添
い
の
代
理
化
を
防
い
で
「
無
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益
之
雑
費
」
の
支
出
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
寛
政
三
年
の
町
入
用
節
減
令
に
は
、
単
に
町
入
用
の
節
減
を
命
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
町
役
を
担
当
す
る
家
持
町
人
の
経

済
的
負
担
の
軽
減
を
目
的
と
す
る
幾
つ
か
の
軽
減
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
ハ
享
保
期
以
降
、
奉
行
所
側

は
、
「
年
寄
五
人
組
斗
申
合
取
捌
致
間
敷
候
、
町
内
之
者
一
統
相
談
之
上
、
諸
事
可
取
斗
候
事
」
と
し
、
町
財
政
の
管
理
と
運
営
を
担
当
す
る

町
役
人
の
不
正
を
防
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
町
入
用
の
支
出
を
抑
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
町
役
の
貨
幣
化
と
代
替
化
に
よ
っ
て
町
入
用
が
増
加

す
る
な
か
、
町
役
人
に
対
す
る
監
視
体
制
だ
け
で
は
、
町
入
用
の
支
出
増
加
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
町
入
用
節
減
令
の
転
換
に
迫
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
町
役
の
貨
幣
化
に
よ
っ
て
町
人
の
経
済
的
な
負
担
が
増
大
す
る
状
況
の
な
か
、
治
安
や
火
消
な
ど
の
公
共
業
務
を
町

側
に
依
存
し
て
い
る
行
政
側
に
と
っ
て
、
家
持
町
人
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
目
的
と
す
る
寛
政
三
年
の
町
入
用
節
滅
令
の
発
令
は
、
都
市
社

会
の
秩
序
維
持
に
必
要
な
最
小
限
の
公
共
業
務
を
町
人
に
履
行
さ
せ
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
の
措
置
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

①
こ
こ
で
の
門
名
誉
職
自
治
」
と
は
門
無
給
の
労
働
奉
仕
が
基
本
」
と
し
て
元
々

　
家
持
町
人
に
よ
る
自
治
を
い
う
も
の
で
あ
る
（
小
路
田
泰
直
識
近
代
化
の
比
較

　
史
的
検
討
］
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
噸
燃
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
匝
一
八
八
、
｝
九

　
八
七
）
。

②
同
右
、
一
六
頁
。

③
『
京
都
町
触
集
成
一
二
⊥
二
三
四
。

④
　
　
『
京
都
町
触
集
成
』
三
1
＝
～
。

⑤
『
京
都
町
触
集
成
』
四
1
～
二
三
六
・
四
1
～
五
五
四
・
五
一
一
六
八
四
。

⑥
『
京
都
恥
触
集
成
駄
七
一
四
六
四
。

⑦
こ
の
触
は
、
届
出
の
際
の
町
役
人
の
付
き
添
い
方
に
関
す
る
条
項
や
敷
物
代
を

　
町
奉
行
が
負
担
す
る
条
目
な
ど
、
寛
政
三
年
差
　
七
九
一
）
四
月
江
戸
に
出
さ
れ

　
た
「
寛
政
度
書
法
御
改
正
」
と
共
歯
す
る
項
目
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
江
戸

　
の
触
と
の
連
関
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
安
藤
優
一
郎
『
寛
政
改
革
の
都
市
政
策

　
一
江
戸
の
米
価
安
定
と
飯
米
確
保
一
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
、
二
四
八

　
頁
）
。
し
か
し
、
安
藤
も
認
め
た
よ
う
に
、
翌
旦
で
は
町
入
用
の
具
体
的
な
節
減

　
分
を
計
算
し
、
そ
の
節
減
分
を
報
告
さ
せ
た
が
、
京
都
で
は
、
江
戸
の
よ
う
に
節

　
滅
高
の
報
告
を
命
じ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
同
じ
く
町
入
用
節
減
令
と
は
言
え
、

　
江
戸
の
触
と
は
相
異
が
認
め
ら
れ
る
。
江
戸
で
は
町
入
用
の
具
体
的
な
簡
減
分
を

　
計
算
し
、
そ
の
節
減
分
を
町
会
所
に
収
納
し
、
米
穀
の
購
入
資
金
を
賄
う
た
め
の

　
目
的
に
町
入
用
節
滅
令
を
出
し
た
こ
と
に
比
べ
て
、
京
都
で
は
、
天
明
八
年
の
大

　
火
後
の
経
済
復
興
策
の
一
環
と
し
て
町
入
用
の
節
減
を
誘
導
す
る
目
的
で
出
し
た

　
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑧
例
外
と
し
て
、
明
暦
二
年
正
月
に
作
成
さ
れ
た
足
袋
屋
町
の
「
式
目
之
覚
偏
で

　
は
半
年
に
銀
子
二
五
匁
に
し
て
年
寄
役
の
給
銀
を
定
め
て
い
る
（
京
都
市
歴
史
資

　
料
館
編
『
叢
書
京
都
の
史
料
3
　
京
都
町
式
穏
集
成
』
窟
都
市
歴
史
資
料
館
、
　
一

　
九
九
九
）
。
以
下
『
町
式
目
集
成
駈
足
袋
屋
町
の
「
式
目
総
覚
」
の
ご
と
く
略
記

　
す
る
。

⑨
魍
町
式
目
集
成
邑
饅
頭
崖
町
の
「
町
内
規
定
二
十
ヶ
条
扁
。
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⑩
秋
山
国
三
『
近
世
京
都
町
組
発
達
史
睡
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
○
）
で

　
は
年
寄
に
対
す
る
報
酬
の
例
が
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
一
五
～
一
二
二
頁
。

⑪
『
冷
泉
町
文
轡
葡
一
－
五
四
。

⑫
金
銭
を
差
し
出
し
て
、
年
寄
役
な
ど
の
町
役
を
免
除
さ
れ
る
例
は
、
他
の
町
式

　
目
に
も
多
数
確
認
さ
れ
、
秋
山
国
三
の
㎎
近
世
京
都
町
組
発
達
史
』
（
一
一
一
頁
）

　
で
は
宝
鏡
院
殿
東
町
、
衣
棚
南
町
、
衣
棚
北
町
の
事
例
を
、
安
国
良
一
の
「
京
都

　
の
都
市
社
会
と
町
の
自
治
」
（
岩
崎
信
彦
謬
論
『
町
内
会
の
研
究
』
お
茶
の
水
書

　
房
、
～
九
八
九
、
六
二
買
）
で
は
弁
慶
石
町
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

⑬
『
京
都
町
触
集
成
撫
四
1
【
五
五
四
。

⑭
『
京
都
町
触
集
成
㎞
五
－
皿
六
入
四
。

＠＠＠＠　aj　＠＠＠＠＠

『
京
都
町
触
集
成
㎞
七
一
四
六
四
。

『
京
都
町
触
集
成
画
一
－
一
一
五
九
。

『
京
都
町
触
集
成
瞼
一
一
一
三
三
三
。

『
京
都
町
触
集
成
㎞
七
！
一
六
〇
。

『
京
都
町
触
集
成
曝
書
－
一
六
〇
。

『
京
都
町
触
集
成
四
七
－
四
六
四
。

田
口
泰
久
、
第
二
章
⑬
論
文
。

『
京
都
町
触
集
成
撫
　
一
－
一
四
〇
二
。

『
京
都
町
触
集
成
㎞
ニ
ー
二
三
三
。

宇
佐
美
英
機
、
は
じ
め
に
③
論
文
。
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四
　
町
中
の
対
応

　
町
入
用
の
節
減
と
い
う
奉
行
所
側
の
指
示
に
対
し
て
、
そ
れ
を
受
け
取
る
町
中
側
は
如
何
な
る
対
応
を
示
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
考

え
る
上
で
注
目
し
た
い
の
は
、
町
中
の
合
議
に
よ
っ
て
制
定
・
改
定
さ
れ
た
町
式
目
で
あ
る
。
近
世
中
期
以
降
、
町
式
目
は
町
入
用
節
減
令
と

密
接
な
関
係
を
持
ち
な
が
ら
、
作
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
享
保
・
寛
政
・
天
保
期
の
町
式
目
の
制
定
・
改
定
に
つ
い
て
は
、
「
当
該
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

期
に
、
質
素
倹
約
の
徹
底
な
ど
庶
民
生
活
へ
の
干
渉
が
強
ま
っ
た
こ
と
が
一
因
と
考
え
ら
れ
る
」
と
、
当
該
期
の
政
治
動
向
と
の
関
わ
り
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
指
摘
が
あ
る
も
の
の
、
町
入
用
節
減
令
と
町
式
目
と
の
関
わ
り
を
具
体
的
に
論
ず
る
研
究
は
、
ま
だ
、
行

わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
町
入
用
節
減
令
が
出
さ
れ
た
際
に
制
定
・
改
定
さ
れ
た
町
式
目
を
素
材
に
、
幕
府
の
倹
約
政
策
に
対

す
る
町
側
の
対
応
を
考
察
す
る
。

　
　
　
御
公
儀
様
台
網
ル
戌
十
二
月
被
為
仰
付
候
御
触
書
、
当
寅
七
月
再
右
之
御
触
書
之
趣
を
以
、
町
々
無
忘
却
御
触
書
之
条
々
を
為
可
相
守
、
町
内
相
互
二
申

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
合
面
々
分
限
二
不
過
費
事
相
止
、
町
中
人
柄
風
琴
等
沓
敷
成
不
申
候
様
相
慎
、
渡
世
相
続
長
久
之
た
め
町
中
之
面
々
懸
屋
敷
衆
二
戸
蛮
骨
残
町
内
会
所
え

　
　
　
寄
合
、
熟
談
之
上
町
義
掟
を
申
合
定
置
候
条
々



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
右
は
山
田
町
で
明
和
七
年
（
｝
七
七
〇
）
一
一
月
に
制
定
さ
れ
た
「
当
町
中
熟
談
式
目
書
」
の
前
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
明
和
三
年
八
月

と
同
年
一
～
月
に
発
令
さ
れ
た
町
入
用
節
減
令
を
契
機
に
、
町
中
の
合
議
に
よ
り
町
式
目
を
作
成
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
近
世
中
期
以
降

の
町
式
目
で
は
、
町
入
用
節
減
令
発
令
の
際
、
町
申
の
合
議
を
経
て
祝
儀
銀
の
節
減
に
乗
り
出
す
例
が
多
く
確
認
さ
れ
る
。
特
に
、
年
寄
や
五

人
組
な
ど
の
町
役
の
給
銀
を
節
減
し
た
例
は
多
く
確
認
さ
れ
る
。

近世京都における町入用第減令と町（朴）

　
こ
れ
は
享
保
八
年
一
〇
月
の
蛸
薬
師
町
の

　
③

あ
る
。

の
「
御
公
儀
様
よ
り
被
仰
最
期
御
条
目
」

付
」
と

方
、
任
期
な
ど
を
改
定
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、

同
年
十
月
の

「
此
度
被
仰
付
候
通
年
中
二
金
百
疋
6
銀
二
枚
迄
之
内
」
と
規
定
し
て
、

ら
の
礼
銀
や
送
り
物
を
一
切
停
止
し
た
の
で
あ
る
。

六
角
町
な
ど
の
町
式
目
で
も
確
認
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
用
人
の
賃
金
削
減
に
乗
り
出
す
例
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
天
保
＝
二
年
目
一
八
四
二
）

　
年
寄
之
事

　
此
役
は
古
来
よ
り
当
町
ハ
両
人
二
而
相
勤
来
候
へ
共
、
此
度
温
帯
之
御
溝
目
下
通
壱
人
二
相
定
候
也
（
中
略
）
役
儀
勤
之
車
両
事
相
下
之
義
軽
キ
事

　
ハ
年
寄
五
人
組
相
談
之
上
二
而
此
様
成
事
如
此
存
置
と
廻
状
を
町
中
え
廻
し
承
合
将
明
可
申
候
、
重
キ
事
ハ
町
中
会
所
え
集
り
可
有
相
談
事
也
（
中

　
略
）
年
寄
調
え
之
礼
物
は
此
度
被
仰
付
候
通
年
中
二
金
百
疋
珍
銀
工
枚
迄
之
内
其
人
之
様
子
こ
よ
り
贈
り
可
嫡
孫
、
此
面
祝
儀
韻
り
学
事
ハ
無
之
候

　
也
（
中
略
）
附
古
来
よ
り
年
寄
方
え
八
朔
之
礼
二
参
候
時
、
家
持
ハ
銀
子
壱
両
、
借
屋
ハ
弐
匁
持
参
藪
田
と
も
、
是
も
向
後
は
心
止
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
町
之
法
式
」
に
見
ら
れ
る
年
寄
役
に
関
す
る
規
定
か
ら
必
要
な
部
分
だ
け
を
引
用
し
た
も
の
で

こ
の
文
頭
で
は
「
享
保
八
年
十
月
御
公
儀
様
よ
り
被
仰
樹
影
御
条
目
二
因
て
古
来
6
之
町
内
式
相
改
候
条
々
」
と
述
べ
て
い
る
。
文
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
は
、
享
保
八
年
一
〇
月
に
町
役
の
整
備
と
町
入
用
の
節
減
を
内
容
と
す
る
「
惣
町
中
申
渡
之
書

「
年
寄
五
人
組
定
書
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
蛸
薬
師
町
の
町
式
目
に
は
、
享
保
八
年
の
触
の
影
響
を
受
け
て
年
寄
役
の
人
選
や
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
わ
け
、
注
目
し
た
い
の
は
、
年
寄
役
の
給
銀
に
関
す
る
項
目
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

　
　
「
惣
町
中
申
渡
之
書
付
」
の
触
で
町
中
よ
り
支
給
さ
れ
る
年
寄
役
の
礼
銀
を
金
百
疋
か
ら
銀
二
枚
ま
で
制
限
し
た
こ
と
を
根
拠
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
役
の
報
酬
に
制
限
を
設
け
、
同
時
に
八
朔
な
ど
の
際
に
町
中
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
た
年
寄
役
の
住
銀
を
制
限
し
た
事
例
は
、
二
条
西
洞
院
町
や
鯉
山
町
、
山
田
町
、

六
月
、
町
入
用
節
減
を
指
示
し
た
「
江
芦
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表
町
々
江
被
仰
渡
書
写
」
の
発
令
を
機
に
、
菊
屋
町
は
町
式
目
を
改
定
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、

　
　
右
之
外
、
町
内
年
中
之
諸
入
用
集
銭
悉
皆
減
少
い
た
し
、
別
帳
二
相
記
シ
有
之
候
事

　
　
　
　
一
、
是
迄
軍
用
人
相
替
リ
候
節
、
肴
料
と
し
て
金
百
疋
、
町
中
え
差
出
し
候
得
共
、
以
来
ハ
相
止
メ
上
申
候
、
但
シ
ニ
季
之
祝
儀
ハ
是
迄
之
通
リ
壱

　
　
　
　
　
　
貫
文
、
妻
え
弐
百
文
遣
し
可
申
事

　
　
右
、
此
度
前
書
之
逓
リ
夫
々
相
改
候
面
取
極
メ
承
知
印
形
仕
様
上
は
背
違
塁
間
下
様
、
至
後
年
少
シ
も
忘
却
不
仕
様
永
々
堅
ク
寒
暑
可
申
候
事

　
　
　
　
　
　
天
保
拾
三
寅
年
六
月
改
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
本
屡
弥
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
一
五
人
連
印
）

　
④

と
し
、
こ
れ
ま
で
用
人
交
替
の
際
に
支
給
さ
れ
て
い
た
肴
料
金
百
疋
を
廃
止
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
年
寄
役
や
用
人
の
給
銀
の
制
限
を
町
式
目
の
内
容
に
盛
り
込
ん
だ
理
由
と
し
て
は
、
町
役
の
貨
幣
化
と
代
理
化
が
、
給
銀
を
拠
出

す
る
町
人
側
に
と
っ
て
相
当
な
負
担
と
な
っ
た
た
め
、
町
役
等
の
諸
負
担
を
削
減
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、

町
役
の
給
銀
額
を
制
限
す
る
町
入
用
節
減
令
の
発
令
は
、
町
人
側
に
と
っ
て
経
済
的
な
負
担
を
削
減
す
る
た
め
の
好
機
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
故
、
町
入
用
節
減
令
の
発
令
に
対
応
す
る
形
で
、
町
式
目
の
改
定
が
行
わ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
町
式
目
の
な
か
に
は
、
「
衣
服
鯨
帯
女
共
絹
紬
木
綿
麻
布
之
類
此
外
結
構
成
品
ハ
御
法
二
被
仰
渡
有
之
塁
間
、
急
度
相
楽
必
発
候

⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

事
」
や
「
身
体
不
相
応
之
衣
類
其
外
、
高
金
之
櫛
管
等
前
々
6
御
法
度
之
趣
厳
敷
御
触
流
も
御
座
懸
軍
、
是
等
も
急
度
相
慎
申
度
候
事
」
と
し
、

幕
府
の
倹
約
令
を
そ
の
ま
ま
町
式
目
に
反
映
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
町
内
二
身
分
不
相
応
二
業
い
た
し
候
仁
有
之
候
ハ
・
呼
寄
異
見
致
、
其
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

不
相
用
候
ハ
・
町
中
省
可
筆
墨
事
」
と
し
て
、
町
内
の
住
民
達
の
守
る
べ
き
生
活
規
範
と
し
て
倹
約
や
節
減
を
町
式
目
で
取
り
入
れ
た
例
が
よ

く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
町
式
目
で
規
定
さ
れ
て
い
る
倹
約
項
目
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
倹
約
規
定
を
町
式
目
に
取
り
入
れ
た
の
は
、

な
に
よ
り
も
、
町
の
性
格
変
化
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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近世京都における町入用節減令と町（朴）

　
一
八
世
紀
以
降
、
町
の
構
成
員
で
あ
る
家
持
町
人
が
家
業
経
営
者
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
行
き
、
「
家
業
の
障
」
に
な
る
町
役
の
履
行
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

忌
避
し
て
、
そ
の
貨
幣
化
と
代
理
化
が
進
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
町
式
目
に
も
反
映
さ
れ
、
「
家
業
之
儀
は
銘
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

お
こ
た
り
な
く
相
添
筆
藩
候
、
将
又
倹
約
を
専
に
し
諸
事
二
付
お
ご
り
ヶ
問
敷
義
不
致
様
相
慎
可
申
候
」
と
し
、
家
業
経
営
の
忠
実
と
倹
約
の

履
行
を
町
中
に
求
め
る
項
目
は
よ
く
登
場
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
「
倹
約
を
行
ひ
鄙
狭
な
ら
さ
る
様
無
益
之
費
を
相
除
き
、
家
業
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

精
い
た
し
子
孫
永
続
可
致
講
習
」
と
し
、
倹
約
は
家
業
経
営
者
で
あ
る
町
人
に
家
業
維
持
の
た
め
に
守
る
べ
き
規
範
と
し
て
奨
励
さ
れ
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、
町
式
目
の
な
か
に
は
、
家
業
経
営
者
の
共
同
体
と
し
て
町
の
利
害
を
全
面
に
打
ち
出
し
て
、
「
倹
約
」
の
対
象
を
手
代
・
奉
公
人

に
ま
で
拡
大
し
て
彼
ら
の
B
常
生
活
に
町
が
介
入
す
る
例
も
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
一
〇
月
改
定
さ
れ
る
北
之
御

門
町
の
「
定
」
で
は
、
「
近
年
米
穀
其
外
諸
色
共
追
々
高
直
二
相
成
候
二
軍
、
暮
シ
方
之
儀
は
尚
以
前
条
之
通
質
素
二
可
被
致
景
致
度
候
、
右

二
付
今
般
町
中
相
談
之
上
向
後
相
互
二
心
を
付
合
、
伜
井
手
代
小
者
二
君
迄
自
然
心
得
違
之
者
有
之
馬
丁
・
、
早
速
呼
寄
セ
教
示
相
加
え
申
度
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

其
上
こ
も
不
相
用
者
有
之
下
戸
・
、
無
漏
早
々
取
計
可
被
血
温
、
依
之
町
中
申
合
一
統
連
判
、
依
而
難
件
」
と
し
、
倹
約
や
節
滅
を
家
持
町
人

だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
と
雇
用
関
係
を
結
ん
で
い
る
手
代
や
小
者
に
ま
で
要
求
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
、
町
は
、
家
持
町
入
の
合
議

を
も
と
に
し
て
彼
ら
と
雇
用
関
係
を
結
ん
で
い
る
奉
公
人
の
「
暮
シ
方
」
に
介
入
し
て
質
素
な
生
活
を
強
制
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
違
反
者
に
対

す
る
教
化
権
ま
で
振
る
う
権
利
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
右
の
史
料
で
は
「
倹
約
」
の
強
制
を
通
し
て
家
持
町
人
の
利
益
を

代
弁
し
、
奉
公
人
の
生
活
を
規
制
し
て
い
る
町
の
姿
が
、
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
一
八
世
紀
以
降
、
商
家
の
家
訓
に
は
家
業
経
営
の
た
め
、
当
主
の
備
え
る
徳
目
と
し
て
「
倹
約
」
を
何
よ
り
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
既
に

周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
に
な
る
と
、
家
業
経
営
者
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
家
持
町
人
の
変
化
に
伴
っ
て
、
町
も
自
ら
そ
の

性
格
を
変
化
さ
せ
、
家
業
経
営
者
の
共
同
体
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
の
新
た
な
町
式
目
の
制
定
・
改
定
が
必
要
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
一
八
世
紀
以
降
の
町
式
目
で
、
町
人
の
経
営
維
持
・
安
定
の
た
め
の
規
範
と
し
て
「
倹
約
」
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
の
は
、
ま
さ

し
く
こ
う
し
た
町
の
変
容
に
よ
る
結
果
で
あ
ろ
う
。
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＠＠＠＠＠＠¢

欄
町
式
目
集
成
臨
一
二
頁
。

隅
町
式
穏
集
成
勧
山
田
町
の
「
当
町
中
熟
談
式
目
書
」
。

魍
町
式
目
集
成
睡
鯖
薬
師
町
の
「
町
之
法
式
」
。

噸
町
式
欝
集
成
』
菊
崖
町
の
「
定
」
。

『
町
式
目
集
成
』
下
本
能
寺
前
町
の
「
町
儀
早
事
」
。

『
町
式
目
集
成
転
北
之
御
門
町
の
「
定
」
。

『
町
式
目
集
成
撫
山
名
町
の
「
式
目
定
縣
。

⑧
安
国
良
一
の
門
京
都
の
都
市
社
会
と
町
の
自
治
」
（
岩
崎
僖
彦
外
編
『
町
内
会

　
の
研
究
㎞
お
茶
の
水
書
房
、
　
一
九
八
九
）
で
は
、
家
業
経
営
者
と
し
て
の
性
格
を

　
強
め
て
い
く
町
人
に
対
し
て
論
述
し
て
い
る
。

⑨
噌
町
式
器
集
成
睡
歓
喜
町
の
「
定
」
。

⑩
『
町
式
目
集
成
』
元
理
念
町
の
「
行
事
記
」
。

⑪
『
町
式
目
集
成
臨
北
之
御
門
町
の
「
定
」
。
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終
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
近
世
申
期
以
降
、
町
入
用
の
増
加
と
い
う
新
た
な
都
市
問
題
に
対
す
る
幕
府
の
対
応
策
と
し
て
町
入
用
節
減
令
を
捉
え
、
そ
の

内
容
と
特
徴
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
町
入
用
節
減
令
の
発
令
の
際
に
制
定
・
改
定
さ
れ
た
町
式
目
を
分
析
し
て
町
側
の
反
応
を
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
一
七
世
紀
後
半
か
ら
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
公
共
業
務
の
拡
大
に
伴
っ
て
町
役
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
町
入
用
を
負
担
す
る
家
持
町
人
の
経
済

的
支
出
が
増
加
す
る
と
い
う
新
た
な
都
市
問
題
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幕
府
は
、
享
保
八
年
、
そ
の
対
応
策
と
し
て
町
入
用
節
減
令
を

出
し
、
町
入
用
を
運
用
す
る
町
役
人
の
不
正
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
家
持
町
人
の
自
治
に
よ
る
町
役
の
遂
行
を
前
提
に
し
て
そ
の
節
減
を
期
待
し

た
。
し
か
し
、
町
役
の
貨
幣
化
と
代
理
化
は
止
ま
ら
ず
、
町
入
用
節
減
令
の
変
容
に
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
寛
政
期
に
な
る

と
、
町
側
の
町
入
用
節
減
を
誘
導
す
る
た
め
に
、
町
役
の
負
担
軽
減
を
伴
う
実
質
的
な
対
応
策
を
提
示
す
る
な
ど
、
町
入
用
の
節
減
政
策
の
変

化
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
政
策
変
化
は
、
町
役
の
貨
幣
化
に
よ
っ
て
町
が
負
担
す
る
治
安
や
火
消
な
ど
の
公
共
業
務
の
経
済
的
費
用
が
増
加
す

る
に
つ
れ
、
秩
序
維
持
な
ど
に
必
要
な
最
小
限
の
公
共
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
の
措
置
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
町
入

用
節
減
令
は
、
単
に
下
側
の
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
の
経
費
節
減
策
に
留
ま
ら
ず
、
都
市
支
配
の
安
定
策
と
し
て
の
意
味
を
持
っ



近世京都における町入用節滅令と町（朴）

て
い
た
と
喬
え
よ
う
。

　
　
方
、
町
側
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
町
入
用
節
減
令
は
行
政
経
費
の
節
減
を
求
め
る
町
中
の
要
求
に
符
合
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
、

法
令
が
出
さ
れ
る
と
、
多
く
の
町
は
町
式
目
の
制
定
・
改
定
を
行
っ
て
そ
の
費
用
節
減
に
乗
り
出
し
た
。
そ
し
て
、
町
式
目
の
な
か
に
は
、
さ

ら
に
、
家
業
経
営
者
の
共
同
体
と
し
て
町
の
利
害
を
全
面
に
打
ち
出
し
て
、
「
倹
約
」
の
対
象
を
手
代
・
奉
行
人
に
ま
で
拡
大
し
て
彼
ら
の
日

常
生
活
に
町
が
介
入
し
、
倹
約
や
節
減
を
家
持
町
人
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
と
雇
用
関
係
を
結
ん
で
い
る
手
代
や
小
者
ま
で
要
求
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
、
町
は
、
家
持
町
人
の
合
議
を
も
と
に
し
て
彼
ら
と
雇
用
関
係
を
結
ん
で
い
る
奉
公
人
の
「
暮
シ
方
」
に
介
入
し
て
質
素

な
生
活
を
強
制
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
違
反
者
に
対
す
る
教
化
権
ま
で
振
る
う
権
利
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
町
入
用
節

減
令
の
発
令
を
契
機
に
町
式
目
の
制
定
・
改
定
が
多
く
行
わ
れ
、
倹
約
や
節
減
の
条
目
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
の
は
、
家
業
経
営
者
と
し
て

の
性
格
を
強
め
て
い
た
家
持
町
人
の
利
害
を
町
が
代
弁
し
、
そ
れ
を
町
式
目
に
反
映
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
は
、
江
戸
や
大
坂
な
ど
の
他
の
都
市
と
の
比
較
検
討
は
行
わ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
韓
国
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The　End　of　Lapita：　A　Chronological　Assessment　of　the　Changing　Forms

　　　　　　　　　　　　and　Decorative　Techniqttes　of　Lapita　Pottery

by

ISHIMURA　Tomo

　　In　this　paper　1　make　a　chronoiogical　assessment　of　the　dispersal　of　the　Lapita

cultural　complex．　A　chronology　is　essential　in　ciarifying　the　process　of　the　diaspora

and　disappearance　of　Lapita．　ln　the　fu　st　section，　1　yeview　previous　chronological

stu（ties　of　Lapita　pottery　and　take　a　critical　look　at　the　problems　therein，　arguing

for　the　need　of　chrono－typological　analysis．　ln　the　second　and　third　sections，　I

analyze　chronologically　the　forms　of　the　vessels　and　the　decorative　techniques　of

the　pottery，　since　they　have　previously　been　largely　overlooked．　Finady　in　the

four”th　section，　1　synthesize　the　results　of　the　previous　chapters　and　the　Lapita

design　analyses　in　order　to　present　a　chronological　framework　of　the　Lapita

cultural　complex．　Then　1　demonstrate　the　paradox　that　the　very　developrnent　and

spread　of　the　Lapita　system　led　to　the　breakup　of　Lapita　itself．

Laws　Curtailing　Town　Operating　Costs　and　the　Reaction　of　Towns　in

　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　during　the　Early－Modem　Period

by

PAKu　Jinhan

　　The　operating　costs　of　urban（listricts，　or　towns，　mαchinyuyo町入用，　were

borne　co皿ectively　by　the　owners　of　houses　in　the　towns，　iemochi　chonin

家持町人，commensurate　with　the　scale　of　the　property　owned．　However，　with

the　development　of　a　monetary　economy　in　the　later　half　of　the　seventeenth

century　and　the　expansion　of　pubHc　works　within　the　towns，　the　operating　costs
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increased　yearly．　ln　response　to　the　increase　in　the　operating　costs，　the　baleufu

gover㎜ent幕府became　apprehensive　about脱oppressive　costs　shouldered　by

the　owners　of　houses　in　the　towns　and　repeatedly　issued　orders　to　curtail

maintenance　expenses，　mach吻ayo　selekenrei　町入用節倹令．　With　the

proclamation　of　these　orders，　many　towns　enacted　or　revised　town　law　codes，

choshikimoku町式目，　to　include　regulations　curtaiHng　expenses　since　laws

curtaiting　operating　costs　coincided　with　proposals　by　the　owners　of　houses　in　the

towns．

　　Furthermore，　with　the　othcial　proclamations　maRy　towns　extended　the　idea　of

“economizing”　to　sales　c｝erks　and　servants　and　used　these　curtailing　orders　as　an

excuse　to　prevent　an　increase　of　costs　and　wages．　Economizing　and　curtailing

were　no乞1㎞ted　to　the　home－o舳g　chonin，　and　towns　also　sought　these韮aws

and　rules　be　extended　to　those　clerks　and　servants　who　were　bound　by

employment　relationships　to　the　chonin．　ln　this　manner　many　towns　used　the

curtailing　laws　as　a　means　to　enact　or　revise　choshileimoku，　and　with　the　active

incorporatioR　of　econornizing　and　cur£ailing　provisions　within　the　choshileimofeu，　the

town　represented　the　interests　of　the　home－owning　chonin，　whose　farniiy

businesses　were　increasingly　powerful　and　whose　interests　were　thus　reflected　in

the　town　law　codes．

“Greek　Cultures”　and　“Persian　Cultures”　in　Asia　Minor　under　the

Achaemenid　Empire：　A　Reconsideration　of　Acculturation　Theory

by

ABE　Takuji

　　In　547B．C．　Cyrus　the　Great　coRquered　the　Lydian　Kingdom　of　Croesus．　This

meant　kot　oniy　that　Asia　MiRor　became　£he　westem　frontier　of　the　Achaemenid

Empire，　but　that　settled　populations　with　various　cultural　backgrounds　and　various

cultural　identities，　such　as　Greel〈，　Persian　and　that　of　the　original　Anatolian

inhabitants，　resided　withn　its　territory．　ln　this　paper，　1　have　attempted　to　provide

a　perspective　for　understanding　cultures　in　Asia　Minor　during　the　Persian　period．

　　In　the　first　section，　1　examine　how　the　history　Emd　cultures　of　the　Achaemenid
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